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　COVID-19の影響から、2020年以降の学術大会はweb開催あるいはハイブリッド（対面・web
併用）開催と制限を設けていましたが、昨年12月の第14回大分県スポーツ学会学術大会は４年ぶ
りに、以前と同様のスタイルで「ユニバーサルスポーツは人びとのライフバリュー（生活観）を
再創造できる！」をテーマに開催でき、止まっていた時間が動き出したような感覚を覚え感慨も
ひとしおでした。
　さて、本学会は2008年の大分国体時に救護班として連携した医療従事者を中心として設立され
ました。薬剤師会もアンチ・ドーピングという役割で医療班に加わっていたことから、設立当初
から運営に携わって参りました。現在は、医療関係者以外の様々なスポーツの専門家も仲間に加
わり、以前にも増して多職種の集いとなっております。加えて、定款には「青少年育成」、「人材
育成」、「体力向上」、「健康増進」、「スポーツ文化醸成」を謳っていることから、本学会はスポー
ツに関連する幅広い分野と連携可能と言え「多様性」という点で全国に類を見ない学会です。つ
まり、良い意味で「なんでもあり」とも解釈できることから、その可能性は無限大です。世に存
在してなかったスポーツ救護ナース・救護員を生み出したことは、まさにその証明といえる実績
となりました。
　一方、COVID-19で社会全体が停滞していた事を差し引いても、我々の存在価値を救護者養成
以外に示せてない状況が続いている事は課題と言えます。県民への認知度を上げるためにはどの
ような視点が必要かを検討することは急務です。そのために、会員一人ひとりが自らの専門知識
を活かし学会運営に関わることの重要性は論を俟たないが、一度、ご自身の専門を離れた視点で
県民が求めている企画を思案するのも一案であると感じています。そこから、本学会に足りない
何かが見えてくるかも知れません。前述のとおり、本学会は多様性を先取りした「なんでもあり」
が通用する自由なフィールドです。我々自身も時には専門知識に捕らわれない自由な発想で学会
を捉える時間を持ってみてはどうでしょう。そのような遊び心が「学会」というお堅い看板を掲
げている我々が、県民の皆様とスポーツとの関わりを楽しみながら一緒に発展していく未来への
一助に成り得るのではと感じる今日この頃です。

公益社団法人 大分県薬剤師会 理事

山田　雅也（社会医療法人 三愛会 大分三愛メディカルセンター）

巻　頭　言
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○呉　瀚雄
大分大学大学院・経済学研究科博士前期課程

引退競技者の就業問題の構造的要因と	
今後の課題提示に関する試論

―韓国の事例を中心に―

Ⅰ．問題の所在と目的

　本稿は、現役引退競技者（以下、引退競技者）の就業問
題に関する既存の研究への批判的検討から問題を提起し、
引退競技者の就業問題における構造的要因とそれに適する
新しい課題を提示することを目的とする。具体的には、ス
ポーツ産業の労働市場の特徴に着目して彼らを取り巻く社
会経済的構造から就業問題の要因を解明することである。
このことで、引退競技者の就業問題において日本と似たよ
うな問題を抱えている韓国を分析対象とし、韓国の事例を
通じて新しい論点を導き出す。
　引退競技者は、キャリア移行に対する心理的困難、現役
時代の負傷による健康問題、社会的役割喪失に伴う生活満
足の低下、職探しにおける就業問題および生計問題、セカ
ンドキャリア形成問題といった様々な問題に直面してお
り、国際的にも社会的課題として注目を集めている１）２）。

とはいえ、同時に引退競技者をめぐる就業問題は国際的に
共有されているものの、問題の現れ方や問題の根源、現状
などは国ごとに少々異なっている。
　例えば、近年、韓国の労働市場では産業構造の変化から
の影響をうけ、非正規雇用の増加と雇用の量的・質的問題
に伴う若年層の不安定就業問題の発生が顕著であるが、ス
ポーツ界も例外ではなかった。周知のように、競技者はプ
ロ入りへの狭き門とプロに入ったとしてもそこから安定的
な収入の下で生活の安定化を図ることはごくわずかの競技
者だけであり、多くは２～３年で現役引退を迎えるように
なるが、彼らは現役引退後に失業、無職、低収入、非正規
雇用といった就業問題に直面しやすい。
　現に、延世春秋３）によれば、2019年度の韓国における
引退競技者の失業率は約43%であり、約47%の引退競技者
は月収200万ウォン（約20万円）以下で生計を立てている。
しかし、同年の韓国全体の平均所得は約290万ウォン（約

【要旨】
　本稿においては、引退競技者の就業問題の構造的要因をスポーツ労働市場の不安定性に着目して言
及を試みた。その結果は、スポーツ労働市場は健康との関連性や個人事業の多さ、雇用創出の限界な
どの特徴があることから、引退競技者の低収入、無職、失業といった就業問題は個人の能力開発問題
だけではなく、このようなスポーツ労働市場の構造的要因と関連している点である。　
　したがって、引退競技者に関する諸問題である就業問題、セカンドキャリア形成問題などについて
議論する際に、彼らが現役引退後に直面する「社会経済的構造とはなにか」に重点をおくことで多角
的な分析を用いることが今後の新しい課題となった。
　他方、初頭で述べたように引退競技者の就業問題は韓国だけの問題ではなく、例えば、日本では地
方圏の私立大学のスポーツ入試による体育会系学生の増大と企業スポーツの廃部が合わさって、かつ
ての「体育会系神話」は崩れつつあり、威信の高い大学とアメフト部の男性学生はまだしも、地方圏
の私立大学の体育会系学生及びプロ競技者のセカンドキャリア形成問題は社会問題化になっている。
　これらを考えると、引退競技者の就業問題及びセカンドキャリア形成問題に対してどのような視座
を基に理解すればいいだろうか。前述したが、彼らにとってスポーツ・競技スキルは自分の生計や就
業と関わる潜在的能力であるとするならば、重要なのはそれを活用できる社会経済的構造になってい
るか否かを解明することで、現役引退後に可視化されていない、構造的問題が見えてくる。
　
【キーワード】
引退競技者の就業問題、セカンドキャリア、韓国の事例
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29万円）であることを考えると、引退競技者の生活は不安
定になっていると言える。このことがここ15年近く、指摘
されており、韓国の学術界でも関心が高まっている４）。
　ところが、後で詳述するように引退競技者の就業問題に
関する従来の研究では、教育学的視座から実証主義的アプ
ローチを採用しつつ、就職活動への自己肯定感の低下と不
十分な予備知識、部活動の在り方と学校教育の問題、キャ
リア支援体制の在り方など、彼らが抱え込んでいる問題の
現状分析に重点をおいて論点を提示してきた。しかし、そ
うした就業問題の要因には「不十分な個人の能力開発」と「エ
リートスポーツ政策の疲弊」が原因であるとされてきた。
　しかし、厳５）の研究からわかるように就業問題（失業、
雇用、生活など）の発生要因に対する他の社会科学領域で
は、資本主義経済の矛盾の視点に立ち、社会経済の構造的
要因である政治体制、福祉政策、労働市場の特徴、労使関
係、景気不況など政策問題から発生するとの視座が重視さ
れている。関連して、Coakley,	J.	J６）によれば、競技者の
現役引退の原因とその後の社会への参加である就職やセカ
ンドキャリア形成などは彼らを取り巻く社会経済的環境と
関連している。
　以上のような経緯の下、本稿では「不十分な個人の能力
開発」と「エリートスポーツ政策の疲弊」など、既存研究の
知見を否定するものではない。ただし、競技者の学業不振
及びキャリア教育問題は日本や他の海外諸国でも重視されて
いるものの７）８）、それらが必ずしも引退競技者の低収入問題
や非正規雇用問題といった就業問題まで結び付くことは珍し
く、むしろ、労働市場で好評される傾向がある９）10）。
　これらをふまえると、韓国においてこれまで提示されて
きた「個人の能力開発問題」の論理だけでは、不十分な説
明であることが判る。言い換えれば、引退競技者の就業問
題に対して別のアプローチが必要であるが、これまでは新
しい論点がさほど発展してこなかった。
　したがって、これまで十分に議論されてこなかった新し
い課題を提示することで、引退競技者の就業問題へのより
深い理解を試みる必要があり、それは今後の打開策への基
礎的知見を提示できる。また、このような本稿の研究課題
は、ただ単に韓国だけに該当する問題ではなく、同じく引
退競技者の就業問題が社会問題化になりかけている日本に
対して、重要な論点と示唆を与えられるだろう。

　
Ⅱ．先行研究レビュー
　
　引退競技者の生計や就業問題について、ホン・スンフ11）

によれば、韓国の引退競技者の平均年齢は一般職より早い
ことを明らかにし、その理由は負傷や体力低下などの健康
問題から起因していることを明らかにし、社会的及び個人
的に引退後のキャリア形成への準備が不十分であるがゆえ
に職探しが困難になるとのことを指摘した。
　同じく、ゴン・スンフンら12）は、引退競技者の多くは

正規雇用や安定した収入を得ることが難しく、自分の競技
種目の職に就く比率は低いのに対し、引退競技者の進路支
援のための国家レベルの制度的支援が不十分であることか
ら、引退競技者の職業訓練と雇用関連の政策の必要性を指
摘した。
　こうした中、キム・ヤンレ13）はジェンダー問題の視点か
ら女性引退競技者の就業実態に着目したが、彼女らは男性
競技者より低い賃金はもとより、現役引退後にスポーツ関
連の職業に就きたいと思う傾向があることを明らかにした
ものの、競技種目別に良質な仕事は少なく、求職自体が困
難であることが指摘されている。関連して、チョン・ジヘ14）

は、国家代表の女性バスケットボール選手の現役引退に対
する情緒的不安、現役引退後に考えられる生計問題、現役
引退準備への進み具合、求められるキャリア支援制度に対
する認識などに着目し、彼女らが現役引退後に対して情緒
不安定や一般労働市場参入への難しさ、キャリア教育支援
の必要性などを認識していることを明らかにした。
　しかし、これまでの研究は健常者だけを対象にしてきた
ことを問題視した、キム・ジテら15）は障害競技者の引退
後における就業実態に着目し、彼らは月収20万円以下で生
活していることを明らかにして、障害競技者へのキャリア
教育支援制度の脆弱性を指摘している。
　他方で、チェ・ムンジョン16）とシン・サンヒョンら17）

の研究のように、引退競技者の就業問題を改善するために
キャリア教育支援制度の在り方に関する議論も行われ、こ
れらはよりマクロ視点からアプローチしていることから、
引退競技者を取り巻く社会経済的構造の一端を明らかにし
た研究である。
　関連して、キム・ドンシク18）の研究は、学生競技者が
現役引退後に直面する課題について韓国のエリートスポー
ツ政策の変遷過程と資本主義経済の発展過程におけるス
ポーツという視点に立ち、立体的分析を行った点は従来の
研究とは差別化を図れる試みである。しかし、キム・ドン
シクの研究はあくまでも学生競技者に対する学校教育の改
善として位置付けられ、引退競技者を取り巻く社会経済的
構造については十分に検討されていない。
　このように引退競技者の就業問題は2000年代に入ってか
ら社会問題化として浮上してきたため、彼らを取り巻く社
会経済的構造というよりも直面する問題の実態調査が多く
行われてきた。そのためか、引退競技者への支援制度の脆
弱性と彼らの個々人の労働市場参入のためには能力開発が
重視されており、引退競技者の中では「プロ」や「女性」、

「障害者」というように個々人の属性に着目して分析をし
ている傾向がある。
　また、これらの研究では韓国のエリートスポーツ政策の疲
弊（スポーツの閉鎖的文化、過激な訓練、学校教育機会の
乏しさなど）を前提にして論理を展開している。また、引退
競技者の就業問題はエリートスポーツ政策の疲弊による学生
競技者の学校教育問題や勝利至上主義と閉鎖的なスポーツ
文化19）、プロ入りした後にセカンドキャリア形成への不十分
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な準備と認識20）といった論理が主流を占めている。
　キャリア教育支援制度や個人の能力開発も彼らの就業問
題の一因ではある。しかし問題視したいことは、逆にそれを
中心に論点が展開されてきたがゆえに歴史や政治、経済、社
会などの立体的分析視座を基に引退競技者の就業を取り巻
く社会経済的構造に関する論点が展開されてこなかった点で
ある。そのことで、引退競技者の就業問題は現状分析にとど
まっており、就業問題の要因に関する論点はまだ他の社会科
学領域に比べて未発達であることが判った。

　
Ⅲ．研究方法
　
　以上、問題の所在と目的、先行研究レビューをふまえて
本稿では引退競技者を取り巻く社会経済的構造に着目する
が、その前に彼らの就業問題の定義をアマルティア・セン21）

の潜在的能力アプローチ注１）に基づいて「現役時代に培っ
てきたスポーツ・競技スキルを持続的、安定的に活用でき
るか否か」であると捉え、現役時代に培ってきたスポーツ・
競技スキルを彼らの潜在的能力であると捉えたい。彼らに
とって、スポーツ・競技スキルは自分の生計や就業と関わ
る潜在的能力であるが、ここで重要なのは、それを活用で
きる社会経済的構造になっているか否かを解明することで
あろう。
　これらをふまえ、本稿ではスポーツ・競技スキルを活用
できるスポーツ産業労働市場（以下、スポーツ労働市場）
の特徴と問題に着目し、スポーツ労働市場の不安定性につ
いて言及を試みる。具体的には、そこで働いている引退競
技者の聞き取り調査を基にして彼らが現役時代に培ってき
たスポーツ・競技スキルを持続的、安定的に活用できるか
否かについてその展望について言及する。
　なお、聞き取り調査の対象は学生時代から10年以上の競
技経験を有している、引退競技者４名であり、種目はサッ
カーであるが、紙幅の都合上で一部のみを引用する。なお、
現在は指導者として生計を立てているが、聞き取り調査の
際に地理的制約があったため、電話及びメールを用いた。

　
Ⅳ．引退競技者の社会経済的構造―スポーツ産業労働市場
の不安定性

　
　本章では韓国のスポーツ産業の労働市場（以下、スポー
ツ労働市場）の不安定性について言及する。
　韓国での非正規雇用問題は1997年のIMF（アジア通貨危
機）を機に急増し、若年層の就業問題まで影響を及ぼして
いる。そのためか、韓国政府22）は2017年に打ち出した『働
き口政策５年ロードマップ』を提示し、非正規労働者の労
働環境に関する議論と共にその解決策を模索してきたが	、
それらのほとんどはサービス産業を中心とした労働市場政
策であった注２）。

　しかし、サービス産業の特徴は「生産と消費の同時性」
という製造業にはない特徴を持っている。同産業の生産性
は、消費の時間的な変動、経済活動の地理的分布から強い
影響を受け、生産と消費が同時に行われているが、換言す
ると、サービス産業は消費者の嗜好や文化トレンド、景気
変動などの需要側から影響されやすいため、賃金構造や雇
用調整など労働市場をめぐる様々な課題が発生する23）。
　こうした中、スポーツ産業も例外ではない。スポーツ産
業は用品業と施設業、サービス業で類型化されるが、その
特徴はサービス産業と同じく、スポーツによるサービスを
中心に機能しており、生産と消費が同じ空間と時間内で行
われる。スポーツによるサービスとは、スポーツ・イベン
トや国際スポーツ大会といったスポーツ事業、スポーツ
サービス業、事業による提供物、スポーツ活動と概念化さ
れるが、そのためか、スポーツ産業は雇用創出効果および
消費誘発効果などの経済的効果、あるいは健康づくりやコ
ミュニティ形成などの社会的効果が生まれやすく、技術発
展に伴って観光や教育、福祉などの他産業と連携を図れる
高付加価値産業であるとされる24）。
　しかしながら、表１25）を見てみると、韓国のスポーツ
産業の労働市場は、個人事業（自営業）が約80％を占めて
おり、１～４名で構成されている事業体が圧倒的に多い。
また、雇用形態は契約・パートがほとんどであるが、金成
垣26）が指摘したように韓国労働市場では自営業者の位置
づけは低く、社会保障制度の対象になりにくいため、生計
維持の困難問題にさらされている。
　つまり、スポーツサービスを中心としている自営業者も
同様であり、文化体育観光部の調査から明らかになったよ
うにコロナウイルスからの打撃は大きく、失業問題をもた
らした注３）。
　関連して、スポーツ労働市場の低賃金問題である。例え
ば、引退競技者が就きたいと思う、スポーツ指導者の賃金
水準である。韓国の「国民体育振興法」に基づいて2000年
から施行された、「生涯スポーツ指導者の配置事業」は、
スポーツ労働市場において雇用の量的拡大に貢献しうると
の期待とは裏腹に月給170万ウォン（約17万円）と１～２
年単位の契約雇用になっており、質的雇用は実現されてい
ない27）。
　このようなスポーツ労働市場は、他の産業と比較しても低
賃金問題は浮き彫りになっている。例えば、表２28）を見てみ
ると、2019年の「芸術・スポーツサービス業」の１ヶ月あた
りの賃金総額は約294万ウォン（約29万円）、勤務日数の平均
は約20日、勤務時間は約165時間となっているが、これらを
産業全体平均と比較してみると、勤務日数と勤務時間はさほ
ど変わりはない。しかし、同年の産業全体の平均総賃金の約
361万ウォン（約36万円）より下回っているが、こうした傾
向は2009年度から10年間、続いていることが判る。
　このような韓国のスポーツ労働市場の構造的問題は、引
退競技者の就業問題とも関連性をもつ。例えば、引退競技
者が現役時代に培ってきたスポーツ・競技スキルを活用す
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表１．スポーツ産業の事業体と従事者数（2020年度）
（単位：人、％）

組織形態別の事業体数
区分 分類 事業体数 比重

個人事業
施設業 34,676 35.5
用品業 26,896 27.5
サービス業 26,015 26.5

会社法人
施設業 2,673 2.7
用品業 3,969 4.1
サービス業 1,600 1.6

会社以外の法人
施設業 757 0.8
用品業 10 0
サービス業 268 0.3

非法人団体
施設業 173 0.2
用品業 1 0
サービス業 629 0.6

従事者数別事業体数

人数
2019年度 2020年度

事業体数 比重 事業体数 比重
1～4名 91,834 87.1 84,708 86.7
5～9名 9,197 8.7 8,662 8.9
10～19名 2,625 2.5 2,429 2.5
20～49名 1,063 1 1,131 1.2
50名以上 726 0.7 738 0.8
（註）筆者より和訳
（出所）文化体育観光部（2022）『2020年基準スポーツ産業調査結果報告書』より筆者作成

表２．産業別の１ヶ月あたりの勤務日数・時間、賃金総額（正規雇用）
（単位：日、時間、1,000ウォン）

年度

産業分類

2009 2014 2019
勤務
日数

勤務
時間

賃金
総額

勤務
日数

勤務
時間

賃金
総額

勤務
日数

勤務
時間

賃金
総額

全体平均 23.4 195.7 2,606 21 177.7 3,151 20.2 165.2 3,612
農林漁 23.4 189.2 2,880 21.2 175 3,331 20.5 163.0 3,577
鉱業 23.3 194.9 2,891 21.8 190.2 3,546 22.1 184.8 4,185
製造 23.3 201.9 2,645 21.4 185.4 3,462 20.3 172.7 3,911
電気ガス
水道 21.9 186.2 4,739 20.1 173.8 5,489 19.6 164.5 6,018

建設 23.2 189.9 2,438 20.8 170.6 2,988 19.8 160.3 3,357
卸小売 23.7 197.3 2,297 21.5 178.6 2,745 20.6 164.5 3,233
運輸 22.5 199.6 2,324 21.3 184.6 2,899 20.5 162.6 3,361
宿泊業・飲食店 25 220.7 1,552 23.5 205.8 1,868 22.2 180.1 2,216
金融・保険 21.9 179.1 4,232 19.2 157.5 5,069 19.0 154.9 5,941
不動産・賃貸 21.4 210.6 1,961 19.7 184.5 2,463 19.2 162.6 3,224
科学・技術
サービス 22.2 181.3 3,216 19.7 161 3,872 19.1 156.4 4,604

教育
サービス 22.6 181.6 3,007 19.7 159.6 3,704 19.1 151.7 4,254

社会福祉
サービス 23.4 191.1 2,184 21.0 172.9 2,397 20.3 161.9 2,950

芸術・スポーツ
サービス 23.8 197.6 2,330 22.0 183.6 2,518 20.7 165.6 2,944

（註）筆者より和訳。この図表は韓国の「標準産業分類９次」を基に一部修正をしたため、捨象されている産業もある。
　　（賃金総額＝給与額＋手当金+前年度年間特別給与/12ヶ月）
（出所）KOSIS(2022）『産業別賃金及び勤労時間』より筆者作成
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るためにスポーツ産業の労働市場に参入したとしても、生
計の安定化は難しいことが考えられる点と、韓国のスポー
ツ労働市場はそもそも人気・非人気競技種目をまたがる仕
事それ自体が乏しい点である。
　特に後者についてであるが、欧米諸国ではスポーツ関連
職業は活性化されており、引退競技者が自分のスポーツ・
競技スキルを活かせる「場」が存在している注４）。一方で、
ハン・ナムヒ29）が指摘しているように韓国では「企業スポー
ツ指導者、地域スポーツ指導者、小学校のスポーツ講師、
放課後のスポーツ講師、生涯スポーツ指導者」が主たる職
業であるが、公共部門に属される職業であるがゆえに新し
い仕事創出には財政的に限界がある。
　このようなスポーツ労働市場の不安定性（低賃金、雇用
形態、職業の乏しさ）は引退競技者が現役時代に培ってき
たスポーツ・競技スキルを有効に活用できることを妨げる
要因、つまり、構造的要因である。これは、既存の研究で
提示されてきたような個人の能力開発やキャリア教育支援
だけでは問題解決にならないことが示唆されるだろう。
　

Ⅴ．引退競技者の潜在的能力の活用可能性―スポーツ指導
者としての働き方

　
　Graham,	J.	A30）が指摘しているようにスポーツ労働市場
の働き方は、季節性への依存度が高く、仕事と生活の境界
線が薄いこと、そして遠征など頻繫な出張、不規則なスケ
ジュール、対面でしかできない仕事柄などの特徴があるこ
とからスポーツ労働市場で働く人はワーク・ライフ・バラ
ンスが崩れやすいという。
　これらをふまえると、韓国の引退競技者の多くはスポー
ツ労働市場で働きたいと思う傾向があるが、それは自分の
スポーツ・競技スキルを活用できると同時にリスクが伴う
という矛盾が発生することを意味する。
　繰り返しになるが、スポーツ労働市場はサービス産業の
特徴と類似していることから、生産が変動したときに非正
規雇用は人数調整が行われやすいが、そうなると、労働者
の雇用の安定性は低くなる。そして、生産変動への対応の
ために非正規労働者が使用される傾向があり、サービス産
業の生産性向上と雇用の安定の間にはトレードオフが存在
する。
　
「引退後に指導者の道を選ぶのは当然だと思う。だけど、

雇用安定性が欠けているから安定的ではないよね。例え
ば、学校放課後の指導者たちのほとんどは契約雇用だか
ら、毎年、自分が働ける学校を探して生計を維持するし
かない。そうなると、ずっと指導者をやりながら生活の
安定化を確保するのは難しい。」	 （Ｋさん、30歳）

　
　このように韓国のスポーツ労働市場は不安定的な構造と
なっている。しかし、重要なのは単なる低賃金問題や雇用

形態というよりもセカンドキャリアとしてスポーツ指導者
を選んだ場合、「人脈」を作れるか否かによって彼らの潜
在的能力の活用の可能性が変わってくることである。
　
「スポーツ指導者の労働市場は、ほぼ人脈を通じて就職す

るパターンが多いけど、逆に言えば、現役引退に人脈を
つくれなかった人は、スポーツ指導者としても生活の安
定化を図れることは難しいわけ。例えば、自分の弟子、
後輩、同僚、先輩の紹介を通じて就職することが多いけ
ど、プロチームの指導者はある程度の所得は保障される
じゃん。でも、プロチームではそういうコネはひどいよ。
というのは、そういった人脈がない人は指導者としての
プロ入りはかなりハードルが高い。機会すら与えられな
いよね。」	 （Ｎさん、45歳）

　
　現役時代にプロ入りできなかった競技者及び幅広い人脈
づくりができなかった競技者は、現役引退後も高収入を得
られるスポーツ指導者（例えば、プロチームの指導者）に
就きにくく、低賃金の生涯スポーツ指導者という選択肢の
幅が狭められる。
　換言すれば、現役時代にプロ入りし、長らく活躍した、
いわば、「成功した競技者」は現役引退後に潜在的能力の
活用の可能性が高いが、一方でそうではない引退競技者は
低賃金問題から抜け出せないという、可視化されていない
構造となっている。それはＫさんの言う「毎年、自分が働
ける学校を探して生計を維持するしかない」という状況に
おいて人脈の有無は、「成功した競技者」にとってはポジ
ティブに機能するが、そうではない引退競技者にとっては
ネガティブに機能する可能性が高いと言える。
　他方、引退競技者がスポーツ指導者として生計を立てて
いく際に現役時代から蔓延っていた負傷による健康問題、
加えてサッカー教室を開いて一人経営者として抱える問題
が関連し合っている。
　
「雇われる指導者はあまり稼ぎにならないから、指導者の

経験がある程度蓄積されたら、個人経営のサッカー教室
を開くよね。でも、問題なのは貯金とかローンをしてそ
れをつくっても、すぐ潰れてしまう場合が多い。だから、
一人経営者として、どうやって経営をするのかも問題だ
よ。後継ぎ問題があるし、　今は一人でやっているけど、
年齢を考えたら健康的に難しいじゃん。しかも、微かな
負傷になると、働けないのも大きいよね。それはかなり
大きい。」	 （Ｐさん、34歳）

　
「俺は現役引退後に、小学校の体育教師の非常勤をやって

みたけど、仕事自体は面白いし、やりがいも感じるけど、
これから健康とか年齢、収入を考えると、ずっとやれる
かどうか今後は分からない。今は子どもがいるから、と
りあえずやっていくしかないけどね。」	（Ｊさん、32歳）
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　一般事務職や観光・飲食業といった職業では健康問題や
微かな負傷は営業においてさほど差し支えはないが、サッ
カー教室を開いて一人経営者として生計を立てていく際に
健康と経営的課題は収入問題までその影響が拡がることが
判る。しかし、ここで重要なのは家族がいる場合である。
Ｊさんの語りから明らかになったように家族がいるから

「とりあえずやっていくしかない」が、その後の展望は未
知数である。
　こうした中、金成垣が指摘したように韓国では選別主義
福祉政策であるがゆえに対象となる人は限定的であるが、
それは引退競技者への支援政策・制度も例外ではなく、彼
らが持続的、安定的に潜在的能力を活用できる保障制度に
も問題が見られている。
　表３31）を見てみると、「生活支援金」の支援事業を行っ
ているが、対象は「現役及び引退した、国家代表選手及び

指導者の中、受給者又は次上位階層に相当する者」となっ
ている。支援額は月に50万ウォンであり、支援期間は１年
未満となっている。しかし、周知のように現役時代に国家
代表選手になる者はわずかの競技者であることを考える
と、事実上、生活支援金を受け取れる引退競技者は少ない。
　その他にも「体育奨学金」の支援対象を見てみると、「全
国大会で上位の実績を受賞した経験を有する者」となって
いるが、これも同じく、実際に全国規模の大会に出場して
上位の実績を受賞する者はわずかである点と、「上位の実
績」という不明確な基準を考えると、引退競技者の福祉向
上を企図するためとはいえ、実際にその対象となる者は国
家代表選手という「競技者として成功した者」に限られて
おり、それ以外の者は自助で生計を立て、就業問題を解決
せざるを得ない構造となっている。

表３．現役・引退スポーツ選手の生活と教育支援事業
【生活支援金】

区分 支援対象 支援額 支援期間 募集時期

国家代表選手の生活支援金
国家代表選手及び指導
者（現役・引退）の中、
受給者又は次上位階層
に該当する者（註）

50万ウォン
（１ヶ月） １年未満 １月～２月

【国内大学院教育支援金】
区分 支援対象 支援額 支援期間 募集時期

国内大学院教育支援金
国内大学院進学を志望
する国家代表選手及び
指導者

300万ウォン以内
（1学期あたり）

大学院教育課程の
うち、4学期以内

1学期：2月～3月
2学期：8月～9月

【海外留学教育支援金】
区分 支援対象 支援額 支援期間 募集時期

海外留学教育支援金 海外留学を志望する国
家代表選手及び指導者

入学金、授業料、
滞在費など

大学院：2年
学部：2～4年

短期教育及び
研究活動：1年以内

7月

【体育奨学金】
区分 支援対象及び推薦の基準 支援金 募集時期

体育奨学金
体育競技
（全国大会で上位の実績を受賞した経験を有す
る者）に気質があり、人柄が優れていると判
断される者

小学校
（30万ウォン）

中学校
（50万ウォン）

高校
（100万ウォン）

公募次第

農村体育分野奨学金 農村地域所在の学校運動部所属の学生選手の
うち、体育分野の優秀者 公募次第

（註）受給者とは、「国民基礎生活保護法」を拠り所にして給与を受け取っている者である。
　　 「次上位階層」とは、所得が最低生計費の120％以下かつ公的扶助制度である国民基礎生活保護制度の給付対象から除外された所得階層である。
（出所）『大韓体育会ｅ進路センター：スポーツ福祉』より筆者作成
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Ⅵ．おわりに
　
　以上、引退競技者の就業問題の構造的要因をスポーツ労
働市場の不安定性に着目して言及を試みた。その結果は、
スポーツ労働市場は健康との関連性や個人事業の多さ、雇
用創出の限界などの特徴があることから、引退競技者の低
収入、無職、失業といった就業問題は個人の能力開発問題
だけではなく、このようなスポーツ労働市場の構造的要因
と関連している点である。　
　したがって、引退競技者に関する諸問題である就業問題、
セカンドキャリア形成問題などについて議論する際に、彼
らが現役引退後に直面する「社会経済的構造とはなにか」
に重点をおくことで多角的な分析を用いることを今後の新
しい課題として提示したい（表４参照）。
　他方、初頭で述べたように引退競技者の就業問題は韓国
だけの問題ではなく、例えば、日本では束原９）が指摘し
たように地方圏の私立大学のスポーツ入試による体育会系
学生の増大と企業スポーツの廃部が合わさって、かつての

「体育会系神話」は崩れつつあり、威信の高い大学とアメ
フト部の男性学生はまだしも、地方圏の私立大学の体育会
系学生及びプロ競技者のセカンドキャリア形成問題は社会
問題化になっている。
　これらを考えると、引退競技者の就業問題及びセカンド

キャリア形成問題に対してどのような視座を基に理解すれ
ばいいだろうか。前述したが、彼らにとってスポーツ・競
技スキルは自分の生計や就業と関わる潜在的能力であると
するならば、重要なのはそれを活用できる社会経済的構造
になっているか否かを解明することで、現役引退後に可視
化されていない、構造的問題が見えてくるのではないか。
そのためには、彼らを取り巻く社会経済的構造についてど
のような定義をしつつ、調査研究を進めていくべきかと
いったような論点は、今後において必要であろう。
　しかし、本稿では韓国以外の国や地域別、競技種目別に
おける問題の現れ方や現状、起源などについては十分に検
討されていない。そのため、本研究での論点と課題提示が
一般化されることは難しい。また、引退競技者の就業問題
に関する研究自体が他の社会科学研究領域に比べて未発達
の状態であることから、方法論的課題についても今後の調
査研究をふまえて議論を重ねていく必要がある。具体的に
は、スポーツをめぐる社会経済的構造、例えば、スポーツ
産業の現状や地域・国のスポーツ政策などと引退競技者の
スポーツ・競技スキルの活用の関連性に関する地域間、国
家間の比較研究およびスポーツ選手の現役引退問題に対し
てマクロ的視座に着目した方法論的課題が必要とされる
が、これらについては今後の課題としたい。

表４．引退競技者の就業問題の構造的要因に対する新しい課題提示

〈既存の研究に対する問題提起〉

１．引退競技者とはいえ、「現役引退後」の彼らを取り巻く社会経済的構造に重点をおいた
分析は乏しい。

２．就業問題は個人の能力開発だけではなく、労働市場の構造的問題からも起因している。
３．引退競技者の就業問題への理解を深めるためには、彼らを取り巻く社会経済的構造への
深い理解が必要である。その際、「社会経済的構造」を規定する必要がある。

〈構造的要因〉

１．潜在的能力の持続的、安定的な有効活用の問題：スポーツ労働市場の不安定性による低
賃金、非正規雇用、健康問題、個人事業のリスクの高さ。

２．スポーツ指導者の雇用慣行：「コネ」で入りやすい業界、そのコネは年収の多寡と関連
している。

３．引退競技者の生活・教育保障事業の問題：韓国の選別主義的福祉政策の影響の下、「優
先選手」で限られている受給条件。

〈今後、見出すべき視座〉

１．引退競技者をめぐる諸問題を分析するならば、現役引退後に直面する社会経済的構造と
はなにかを解明する必要がある。
（例）空間性と社会経済的構造：「人」の暮らしぶりは自分の生活領域の構造（＝当該国

や地域の社会経済的事情）から影響を受けているとの視座に立ち、国・地域別の
特徴からのアプローチ。

（出所）筆者作成
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注
注１）ケイパビリティ（潜在的能力）とは、積極的な意味

における自由の概念であり、我々が送ることのでき
る生活に関して現実に有している機会のことであ
る。また、生活水準の価値は様々なタイプの生活を
送ることのできるケイパビリティによって与えられ
るものであり、実際に選ばれたライフスタイルに対
して選択肢の利用可能性の価値を有する。このよう
に考えると、引退競技者のスポーツ・競技スキルの
利用可能性は彼らの生活水準と関わっており、また
それをいかに自由に選択できるか否かの問題が重要
であると言える。

注２）	2017年、韓国政府は「ヒト中心の働き口経済」を旗
印にして「４次産業革命、少子高齢化」に備えた仕
事、「創生型生態系と革新成長基盤の構築による仕
事創出」、「労働市場の二重構造の解消と勤労条件の
改善による良質な仕事」、「若者、女性、中高年層な
ど社会階層に即した支援」を方向性として定めた。

注３）	文化体育観光部（同上書）の「2020年、スポーツ産
業調査の結果報告書」によれば、2019年のスポーツ
施設業、用品業、サービス業の従事者数は、それぞ
れ約19万2,000人、13万7,000人、12万人だったが、
2020年３月からのコロナウイルス感染拡大の影響を
受け、16万2,000人、12万人、９万4,000人まで急減
した。また、事業体数の2019年は全体で105,445ヶ
所から2020年は97,668ヶ所まで減少した。

注４）	アメリカ社会を例として挙げると、「スポーツ専門
建築家：スポーツ施設業」（Architecture）や「施設
管理マネージャー：プロスポーツ球団」（Facilities	
Director）、「チケット運営管理者：プロスポーツ球団」

（Ticket	Operations	Director）、「選手エージェント：
スポーツサービス業」（Athlete	Representation）、「商
品分析専門家：スポーツ用品業」（Merchandising	
Analyst）、「芝生管理専門家：スポーツ施設業」

（Surface	Maintenance）、「スポーツマーケティング
企画：スポーツイベント」（Marketing／Creative）、「ス
ポーツカウンセリング：スポーツサービス業」（Sports	
Psychologist）、「学業カウンセリング：大学スポーツ」

（Academic	Counseling）など、スポーツ関連職業は
多様である。	
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○平塚　嵩都１）、谷口　勇一２）

１）大分大学教育学部 学部生 
２）大分大学教育学部

高校生期におけるバレーボール指導に	
向けられるべき配慮

―怒ることなく子どもの主体的プレイを	
発揮させるために―

Ⅰ．問題関心
　
　現在、スポーツにおける過度な指導が社会問題として取
り上げられてきている。日本スポーツ協会の調査によると、

「言葉による暴力」や「体罰やしごき」を用いたスポーツ
指導を行なっている人を見聞きしたという人が６割から４
割程度いる結果が発表され、過度に厳しい指導が根強く残
り続けていることが証明された１）。
　特に、バレーボールという競技においては厳しい指導が
歴史的に根付いている。その背景には、大松博文氏の1964
年東京オリンピック女子バレーボールでの金メダル獲得が
深くかかわっていると言える。大松博文氏が率いた女子日
本代表による快進撃は、日本中を魅了し、多くの人々に勝
つためには体罰もいとわない厳しい指導が必要なのだと印
象付けることとなった。また、一流高校男女バレーボール
指導者が持つ「コーチング観」に関する研究２）では、指
導者に対するインタビュー調査の中で「自分自身の経験を

今の指導に生かしている」、さらには「過去に理不尽に指
導されたことは財産である」という意見もあり、指導者の
このような考えにより、選手時代に受けた体罰や強い言葉
を用いた指導を指導者になった時にも実践してしまう、い
わば再生産の構造が存在することにより、未だに厳しい指
導が根強く残り続けているものと推察できよう。
　バレーボール界をはじめとしたスポーツ界全般において
は、勝つためには厳しい指導が必要だと思われ続けてきた
のであろう。しかしながら、バレーボール競技に専心し続
けてきた筆者自身の経験値に鑑みたとき、厳しい指導は競
技者たちを委縮させ、プレイに対する自由な発想や取り組
みに対する意欲の向上を邪魔するのではないのかと感じざ
るを得ない。実際に、2018年岩手県立不来方高等学校バレー
ボール部の生徒が指導者の過度な指導や暴言で心理的に追
い込まれ、命を絶つという悲惨な事件があった。「なせば
成る！」３）、「おれについてこい！」４）で著されているよ
うな暴力や強い言葉を用い、競技者の反骨精神をいかした

【要旨】
　本研究は、今日のスポーツ界において大きな課題とされている「強い言葉や暴力による指導」の排
斥を意図し、そのような指導から脱却し、「脱怒る指導」を体現・実践されている指導者（顧問教師）
に対するインタビュー調査をもとに、「なぜ、そのような実践が可能になったのか」「現状の「脱怒る
指導」の構築においてはいかなる過程が存在しているのか」、そしてまた、「現在の高校生期バレーボー
ル指導において必要となる指導者（顧問教師）としての立ち位置と姿勢はどうあるべきなのか」を理
解する目的から実施された。
　調査結果（会話データ）の分析・解釈作業の結果、見出された内容を要約的に記す。すなわち、「脱
怒る指導」の実践が為されている指導者（顧問教師）たちにおいては、「怒らずとも対象者が高校生
であれば適切な指導を以て優れたプレイヤーおよびチーム作りが可能である」との認識が有されてい
るといえよう。そのことは、指導者（顧問教師）自身の指導観・教育観の再創造が絶えず為されてい
る状態にほかならず、４名の調査対象者から得られた会話データは大変貴重なものばかりであったと
感じている。

【キーワード】
スポーツ界における脱怒る指導の方途、顧問教師を取りまく前向きな葛藤の存在、部員（生徒）と教
師がともに気付きあう関係性
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指導方法は、当時の社会情勢やスポーツ指導観には合致し
たものであった可能性を見出せるものの、時代は確実に変
化している。バレーボールをはじめとした各スポーツ種目
においては、より適切かつ現代的な指導方法が見出される
べきなのではなかろうか。現代的な指導方法において最も
重要視すべき点は、競技者自身の主体的プレイをもとに活
動がなされる状態にほかならない。
　今日の指導者――バレーボール部顧問教師たちにおいて
は、松田２）の研究知見にみられるように、「特に高校の先
生には思い入れが強く、その人の考え方（哲学）が今の指
導に影響している」と回答している者が多数を占めている
現実を踏まえたとき、高校時代の競技経験は、その後の競
技生活および指導実践時の考え方に大きな影響を与えてい
るといえよう。強い言葉や暴力による行き過ぎた指導をな
くし選手の主体的プレイを育む指導を普及していくには、
高校生という今後の価値観に強い影響を与える時期の指導
を見直すことが重要になるに違いない。
　そこで本研究においては、高校生期におけるバレーボー
ル指導者（顧問教師）の意識に焦点化し、彼らを取りまく
指導観――競技者の主体性向上を意図した指導のあり方の
存在有無およびそこで生じている各種の葛藤の様相を明ら
かにしてみたい。
　なお、本研究においては、敢えて「怒る」という指導者
を取りまく感情に着目している。日本語大辞典５）におい
ては、「怒る」とは「目下の者などに強い言葉で注意する」、
一方類似語である「叱る」に関しては、「目下の者の良く
ない点をとがめる」とされている。ちなみに、「とがめる」
とは、「良くない行為、罪について非難する」と記されて
いる。よって、本稿においては、「叱る」「とがめる」といっ
た行動を包括した「怒る」という言語的意味合いを優先し、
用いていくこととする。
　

Ⅱ．研究目的
　
　上記した問題関心を踏まえ、本研究においては、高等学
校（以下、高校）のバレーボール部顧問教師４名に対する
インタビュー調査を実施し、下記の点について言及するこ
とを目的とした。すなわち、１）体罰を伴う旧態依然とし
た「怒る」指導法に対する意識の把握、２）選手の主体性
を向上させるための指導法に対する意識とその実践状況の
把握、３）チーム内における指導者の「存在意味」に対す
る意識の把握、である。以上、３点の把握作業をもとに、
現在の高校期バレーボール指導において求められるべき指
導のあり方を考察していく。
　

Ⅲ．方　法

１．分析枠組
　本研究の主眼である「子どものスポーツ場面における主
体性」の向上を検討するにあたり、ここではまず、主体性
をめぐる社会学的議論を整理しておく。
　Ｇ・Ｈ．ミード６）は、人間の自我は「他者の態度に対
する生物体の反応」としての「Ｉ（主我）」と、「他者の態
度（と生物体が想定しているもの）の組織化されたセット」
としての「Me（客我）」の相互作用によって構成されると
論じた。さらに、船津７）は、ミードの理論における「Me」
に対する反応ないしは反作用という「Ｉ」の機能が、取り
も直さず主体性であるとし、これによって個人の社会（他
者）に対する自律的な関わりが可能になっているという。
反応とは、個人がスムーズに「Me」を取得する際の「Ｉ」
の機能である。一方反作用とは、「Me」が自己にとって敵
対的なときの「Ｉ」の機能である。この反作用によって敵
対的な「Me」を修正・変更・再構成するといった、個人
による積極的な社会への働きかけが可能となる８）。
　以上の社会学的主体性論を踏まえたとき、具体的な指導
者（顧問教師）―選手（高校生）間の学習状況と照らし合
わせれば、以下のような解釈が可能となろう。すなわち、
選手（高校生）にとって「指導者である顧問教師からの問
いかけ・発話・資料提示等」が「Me」であり、それに対
して選手（高校生）が「Ｉ」の解釈作用を働かせることで
学習状況が成立していると理解できよう。「指導者（顧問
教師）からの問いかけ・発話・資料提示等のMe」が、選
手（高校生）にとって分かりやすくスムーズに取得された
場合、選手（高校生）は「反応」という「Ｉ」の機能を働
かせることとなり、学習状況はスムーズに進行する。しか
しながらときに、「指導者（顧問教師）の問いかけ・発話・
資料提示等のMe」は、選手（高校生）にとって「わから
ない・難しい」といった敵対的な「Me」となり、選手（高
校生）はこうした問題的状況において思考や対話を行いな
がら「Ｉ」の反作用を働かせることとなる。すなわち、選
手（高校生）たちにおいては、敵対的な「Me」を修正・
変更・再構成し、問題的状況の解決を図る行為・行動の有
無こそが、自らの主体性――自ら考え能動的に行動する力
を育むことに通ずるのである。換言すれば、指導者（顧問
教師）は、選手（高校生）たちを取りまく「従順な反応」
だけを重視するのではなく、それを基底に据えながらもな
お、「反作用」――指導者（顧問教師）への敵対的Meの創
出を最重要視する姿勢が肝要なのであろう。「怒られて」
ばかりの指導に選手（高校生）たちにおいては、「反作用」
の創出および主体的なプレイ能力の向上（主体性の高まり）
は期待できないと考えるべきなのである。
　以上の見解を以降のデータ（会話データ）の分析・解釈
作業時の枠組みとする。
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２．調査方法
　本研究においては、Ａ県内公立高校バレーボール部顧問
教師４名に対するインタビュー調査を実施した。調査対象
者の選定にあたっては、Ａ県バレーボール協会名誉副会長
であるＢ氏に本研究の趣旨を説明し、県内４名の公立高校
バレーボール部顧問教師を紹介いただいた。なお、男子部
顧問２名、女子部顧問２名である。
　調査は、各調査対象者あたり１時間程度を要し、事前に
ICレコーダーへの録音許可を得た後に行われた。インタ
ビューは、半構造化面接法を用い、１）体罰を伴う旧態依
然とした「怒る」指導法に対する意識、２）選手の主体性
を向上させるための指導法に対する意識とその実践状況、
３）チーム内における指導者の「存在意味」に対する意識、
の順で質問を投げかけ、回答を願う方式とした。上記３点
の質問内容の構成にあたっては、「言葉による暴力」や「体
罰やしごき」は指導者の勝利至上主義の中でよく見られる
傾向にあること１）、さらには、「球技など特定種目と高い
競技力を有する高校運動部の指導者の一部に暴力的行動が
多いと言えよう」９）との見解に従い設定されたものである。
なお、調査は2023年11月から12月にかけ、個別に実施され
た。調査概要は表１のとおりである。
　
３．獲得された各種データの分析・解析方法
　収集された会話データの分析作業においては、質的デー
タの分析上のテクニックとして、グラウンデット・セオ
リー・アプローチによるコーディング法を用い、データを
概念化した。その上で各概念間の関係性を考慮し、カテゴ
リーとしてまとめた。
　グラウンデット・セオリー・アプローチとは、データの
解釈から説明概念を生成し、そうした概念間の関係から人
間行動について１つのまとまりのある説明図を理論として
提示するものである10）。具体的な分析手続きの順序性は以
下に示すとおりである。すなわち、「書き起こし会話デー
タを文脈ごとに区切り、それぞれのラベルに貼る」（オー
プンコーティング）→「オープンコーティングによって生
成されたコードを、分析ワークシートを用いカテゴライズ
する」（概念の生成）→「概念相互の関係性を考察し、さ
らにカテゴライズする」（カテゴリーの生成）→「概念・
カテゴリー間の関係を図として提示する」（分析結果の表
示）、という手続きである。以後、分析結果の記述にあたっ

ては、生成された概念を【　】、カテゴリーを〈　　〉の
各括弧を用いて表記する。

Ⅳ．結果と考察

１．旧態依然の指導（体罰等）に対する意識
　バレーボールをはじめとした少年期スポーツ指導場面に
おいては、体罰ならびに暴力が頻繁に行われてきたとされ
ている。しかしながら、近年、ジュニア（少年期）におけ
る過剰な指導の排除を目指したシステムの構築が目指され
ようとしている。そのようなコーチング事情の変化を踏ま
え、実際に高校生対象にバレーボール指導を行っている指
導者の、いわゆる旧態依然の対象に対する意識を訊ねてみ
た。象徴的な会話データを下記する。
　
「最近の選手は厳しく指導しても響かない選手が多くなっ

てきているように感じる。」	 （Ｅ氏）
「選手は厳しく指導された時に瞬間的には反省するかもし

れないが、厳しい指導によって選手はそのスポーツその
ものが嫌いになってしまう。厳しい指導では選手の対人
スキルの不足にもつながる。」	 （Ｆ氏）

「生徒にとっては厳しい指導はバレー嫌いにつながるし、
練習嫌いにもなる。生徒は自分が誰のために今バレーの
練習をしているのか、監督のためにしているのかといっ
た考えにもなってしまう。そのほかにも、指導者が強い
言葉を使って指導することで、指導者と同じ言葉を使っ
て先輩が後輩を指導するようになり、よくない関係が築
かれてしまう。」	 （Ｇ氏）

「私自身はそれ（暴力や強い言葉による指導）がデメリッ
トであると感じている。恐怖によって指導するっていうの
は、ただチャンピオンズシップという日本の今の体制にお
いて、一発勝負で勝たなければいけない、一番を決める
ことをしている中で恐怖だけではないが、何かしらの強
い指導によって指導者側から選手たちのやる気を起こさ
せるような行動は必要ではないのかと考えている。」

（Ｈ氏）

　以上の会話データからは、体罰や強い言葉を用いた指導
のマイナス面が看取され、【競技に対する向上心の低下】

表１　調査概要（対象者の属性ならびに調査時期ほか）

対象者 性別 年代 指導部 指導歴（最高成績） 調査日時 場所
Ｅ氏 男性 50歳代 男子 九州大会出場レベル 11月21日　15時～ Ｅ氏勤務校体育館
Ｆ氏 男性 40歳代 女子 県大会上位レベル　 11月３日　16時～ 大会会場控室　　

Ｇ氏 男性 60歳代 女子 全国大会出場レベル 11月３日　９時30分～
11月27日　16時～

大会会場控室　　
Ｇ氏勤務校体育館

Ｈ氏 男性 50歳代 男子 全国大会出場レベル 11月19日　10時～ Ｈ氏勤務校体育館
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と【選手の対人スキルの低下】なる概念を生成した。これ
らの概念は、宗宮・膳法11）の研究においても同様の結果
がみられた。
　今回調査した４名の指導者からも共通した意見を得たこ
とから、体罰や強い言葉を用いた指導が選手のやる気を阻
害するだけでなく不快感や不信感につながることが確かに
証明されたといえる。また、体罰や強い言葉を用いた指導
についてインタビュー調査を進める中で、以下のような回
答を得ることができた。
　
「今では、体罰や強い言葉を用いた厳しい指導を保護者が

求めているといった、社会的な問題もある。そのため、
指導者だけが考えるべき問題ではなくなりつつあると
思っている。」	 （Ｅ氏）

「体罰や強い言葉を使った指導は、いろいろな指導者が良
くないことではあると分かっていたが、特効薬のような
感じだった。そういった指導（体罰や強い言葉を用いた
指導）をするだけで、簡単にチームの気が引き締まるよ
うな感じがした。興奮状態にあって、気づいていない時
もあったけどね。」	 （Ｇ氏）

「自分たちの頃はそういった体罰や強い言葉を用いた指導
方法がメインの指導法であって、私なんかも選手時代に
それを感じることがものすごくあった。あったっていう
のは、今考えたらやっぱりそうだった。」	 （Ｈ氏）

「過去には選手として６～７時間も練習をしていた。夜間
練習というのもあった。上下関係も厳しかったから、誰
かがミスをすると練習後に連帯責任で指導を受けてい
た。若いころは指導者になった時も同じようなことをし
ていた。若いころの厳しい指導は、選手時代に受けた指
導に大きく影響されていた。熱血であり、練習時間が長
く、やればやるほど、時間をかければかけるほどうまく
なると思っていた。」	 （Ｈ氏）

　
　以上の会話データからは、体罰や強い言葉を用いた指導
のマイナス面とは異なる側面について捉える手がかりとな
り、【体罰や強い言葉を用いた指導に対する社会的期待感
の存在】と【選手時代の経験を生かした指導の継承とディ
レンマの発生】なる概念を生成した。これの概念は、久保
ほか12）が論じている「被体罰経験に対する肯定認知と体
罰容認的態度との直接的関連」の研究知見と符合している
点があろう。このことから、被体罰経験は次世代における
体罰や強い言葉を用いた指導の発生を促すため、高校期に
おいて体罰や強い言葉を用いない効果的な指導を受けるか
否かが体罰根絶に大きく関わっているといえよう。
　一方で、現在においては、体罰や強い言葉を用いること
がない状態にある４名の対象者の「怒らない」指導実践は
いかなる意識や姿勢にもとづき為されているものなのか。
特徴的な会話データを紹介する。

「そういう指導（体罰や強い言葉を用いない指導）をする
ことでチームは明るくなる。和気あいあいとした感じ。
昔の時代の指導者はそういう雰囲気が嫌で、指導者が押
さえつけていたという部分もあったと感じる。勝敗は別
として、楽しくいい雰囲気で練習ができる。」

	 	 （Ｅ氏：括弧内は筆者による：以下同様）
「第一に、生徒はバレーを好きになる。その他にも、自分

がすべきことに特化するようになり、周りの目を気にし
ないようになる。夢ややる気に満ち溢れても来る。」

	 	 （Ｇ氏）
「今回の大会では、最初コート際に立って「こういう攻撃

が来るぞ」といったリアクションコーチをとっていた。
その時に、選手は緊張しているから、監督の私が言えば
言うほどプレイが委縮してしまうと思って、１セット目
の途中からコート際から離れて椅子に座った。選手が監
督である自分に依存している部分もあったからだろうけ
ど、私が椅子に座って選手のプレイを見るようにしてか
ら（選手自身が）これではだめだと感じて、開き直り、
自分たちで考えるようになった。３セット目は最初から
リアクションコーチをやめて、コート際から離れて椅子
に座っていた。一回立ったときは、３年間ベンチの選手
が交代で出て一点取った時だけ。つまり、そういう場面
になった時、さあ自分たちだけでやりなさいってなって
も、自分たちで考えることが出来るようになったのがメ
リットだと思う。」	 （Ｈ氏）

　
　以上の会話データからは、体罰や強い言葉を用いない指
導のプラスの面が見られ、【選手自身の競技に対する向上
心・関心の増加】と【チームとしての自立】なる概念が生
成された。特に、【チームとしての自立】という概念は、
大峰13）の「サディズム的傾向」と大きく関連しており、
大変興味深い。すなわち、体罰や強い言葉を用いた指導は
選手の自由と独立を阻止し、支配しようとする有効的な手
段となることが言え、選手の主体的プレイを促すためには
有効的でないのである。しかしながら、「怒ることのない」
指導を取りまく指導者（顧問教師）としてのディレンマも
同時に存在している。Ｈ氏からは、「人間って楽したい動
物だから。常に楽したいことが、頭の中にあるから、指導
者である私が何も言わないと楽をしようとする。特に、高
校生は。だから、監督が環境のコーディネイトをしなけれ
ばならない。」（Ｈ氏）なる言を得た。高校期におけるバレー
ボール競技指導者の意識は、確実に変化・変容しつつある
といえよう。一方で、「勝つ喜び」または「負けたときの
悔しさ」を体験させ、選手（高校生）たちのスポーツ活動
によるおおいなる学習機会を提供しようとする際、指導者

（顧問教師）の多くは、その関与のあり方――どのような
立ち居振る舞いと立ち位置が求められるのか、という葛藤
とディレンマを抱えている状況にあるといえよう。
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２．選手の主体性を高めるための指導法
　つぎに、選手の主体性を高めるための指導法について訊
ねた。調査の結果、４名すべての指導者（顧問教師）が既
に「怒らない指導」を実践しており、怒ることなく選手の
主体的プレイを促進させようとしていることがわかった。
特徴的な会話データを下記する。
　
「まず、選手たち自身に（自分たちのチームがどこを目指

すのか目標について）考えさせる。「どこまで行きたいの」
「優勝したいの」「ベスト４でいいの」「ベスト８でいい
の」っていうところを自分たちで掲げる。目標が決まっ
てから、「目標を実現したいのならこれはしなければダメ
よ」といったように、自分たちの言ったことを叶えたい
のならばそのレベルに合わせたことをしないといけない
よねっていう指導を今はしている。選手自身の目標を大
切にすることが能動的なプレイを促すのではないかと私
は思っている。自分たちが決めたこと（目標）を出しな
がら「何が必要なの」「それでいいの」と問いかけながら、
現在いる３人のコーチと共に指導を行なっている。」

	 	 （Ｅ氏）
「指導者が練習メニューなどを全て考えるべきではない。

選手への指導が監督の主観による指導にならないように
するためにも。私は、プレイや技術の上達への要素とな
ることを選手たちに与える指導が重要になってくると考
えている。」	 （Ｆ氏）

「子どもたちが納得させることが重要になってくる。その
ためには自分がする指導に対して科学的な根拠が必要と
なってくる。」	 （Ｇ氏）

「練習メニューに対しての選択制のようなことはたまにし
ている。私が選手に「今のあなたたちにとって大切なこ
とや必要なことはこのことなのだけど、練習メニューを
これとこれの中からどれを選ぶか」そういった程度の選
択制のような自主性は持たせる。」	 （Ｇ氏）

　
　以上、４名の調査対象者より得られた会話データからは、

【選手自身の思いや考えを活かした指導】と【科学的理由
や専門的知識による裏付けを活かした指導】、【選手が希望
を抱くこととなる指導】なる概念を生成した。なかでも、【選
手自身の思いや考えを活かした指導】と【科学的理由や専
門的知識による裏付けを活かした指導】の２つの概念は、
それらの指導に対する科学的根拠、さらには専門的知識が
不可欠となる。すなわち、「怒らずに」、選手（高校生）の
主体性を高めさせる指導のあり方とは、指導者自身の「気
付き」と「自らのコーチング内容への内省」、さらには、
ときとして「我慢し待つ」意識と姿勢が肝要なのであろう。
今回調査で得た知見は、野口・遠藤14）の研究においても
示唆されている点が数多く含まれている。すなわち、「技
能の習得を目指した指導法の中で、選手にヒントを与え考
えさせる指導や科学的な客観的意見と選手の主観とを混ぜ
合わせた指導が重要視されるべきである」との知見である。

また、体罰や強い言葉を用いない指導の具体的な指導方法
についてインタビュー調査を進める中で、以下のような回
答内容を得ることもできた。
　
「今自分のチームはコーチがいるし、監督である私もいる

が、それ以外にも先輩たちや卒業生、バレー好きの知り
合い、色々な人が来てくれる。基本的にはそういった人
たちがやりたいこと（「こういったことをしたらどうだ」）
をしており、基本的に監督である私は「あれをしろだと
か」「これをしろだとか」は言わない。若い人たちが経
験の中でやってきたことを危険性がないだとかを見守り
ながらやっている。」	 （Ｅ氏）

「自主性といえども、選手が考えることだから監督がコー
ディネイトしてあげないといけない。ある程度の介入は必
要。「この練習はどういう意味なの」や楽をしようとして
いたら「それは違うね」と教えてあげる。監督１人でやろ
うとは思ってないから、メンタルトレーナーを入れたり、
OBや専門家に協力してもらったりして行っている。その
上で自分が考えて頑張っていく。指導者側が何も環境を
コーディネイトしないで選手たちにやりなさいというのは
自主性ではなく放任になってしまう。その２点の違いをど
のように見つけていくのかが必要になる。」	 （Ｈ氏）

　
　以上の会話データからは、【複数指導体制の重要性】な
る概念を生成した。このことは換言すれば、「指導者（顧問
教師）自身も他の指導者との共同コーチング作業の中で特
に気付きや学びを得ること」の必要性を示唆しているもの
と捉えたい。スピードスケート界の名コーチである結城15）

は、「対象となる選手に合わせて自分の形を柔軟に、いか
様にも変え得る」ことの重要性を論じている。１人の指導
者が多数の選手（高校生）に対応することの限界は多くの
指導者が周知しているところであろう。極論すれば、旧態
依然の指導体制は、１人の指導者によるコーチングが大半
を占めてきたわけであり、悪く言えば、良好な競技成績を
修めた際の「称賛の一人占め」が指向されてきたのかもし
れない。そのせいで、少なくない選手（高校生）の競技か
らの離脱を惹起させてきたのかもしれない。
　「子どもたちの主体性を育む」ためのコーチングのあり方と
は、指導する側の大人もまた主体性を向上させ得るようなシ
ステムが大切なのではなかろうか。卒業生（OB）や自らに近
い指導者や逆に「意見が合いそうではないものの有能な人材」
を敢えて登用しつつ、複数体制での活動環境を創出すること
で、選手（高校生）と指導者（顧問教師）双方およびチーム
全体としての主体性向上が期待されるのではなかろうか。

３．チーム内における指導者の「存在意味」
　それでは、指導者（顧問教師）は、部活動というチーム
内において、いかなる「存在意味」をもつべきなのか。指
導者（顧問教師）のチーム内での「存在意味」について論
究を深めることによって、選手（高校生）をはじめとした
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子どもたちのスポーツシーンにおける主体性向上のヒント
を見出してみたい。
　特徴的な会話データを下記する。
　
「今のチームは若い人たち（コーチや卒業生）が経験の中

でやってきたことを危険性がないだとかを見守りながら
指導を行っている。若い人たちがやった方が選手との距
離感が近いからね。基本的にコーチは怒らないから、私
は監督として楽しくやる中でブレーキをかける。そう
いった自覚を持ってやっている。手綱を引いたり、緩め
たりしている。私自身は厳しい雰囲気を出しているが、
コーチたちは具体的な指示を出している。コントロール
する役として選手と距離をとってやっている。」（Ｅ氏）

「顧問という立場でチームを指導する上で、いつでも部活
の中に自分の王国を作らないように意識する必要がある
と考えている。」	 （Ｆ氏）

「指導者の存在とはチームによって変わってくると考えてい
る。小学生や中学生の段階では、バレーをより好きにさせ
る段階だから、将来を見据え長いスパンで、子どもたちの
能力を見つけてあげられるような指導が必要になり、高校
では３年間で高い目標を持っている子供が多いから、結果
を出してあげることやみんなが一つになれるような指導が
必要になる。共通していることは、選手たちは今の目標だ
けで終わる訳ではないから、高校ではその先大学で先生
を目指すものや日本代表を目指すものもいるため、目的の
ところまで連れて行くという責任がある。進路指導のよう
なもので、部活の目標は通過点であり、その子の夢が終点
になる。指導者が考える終点、目指している結果や目標を
押し付けるだけでは、指導者とは言えない。」	 （Ｇ氏）

「環境のコーディネイトが指導者のポイントであると考え
ている。どういう環境を選手たちのためにつくりあげる
のか。かつ、競争ができるような環境を作る。メンタル
が弱い選手に対しては、メンタルトレーナーを導入して
トレーニングしていく。怪我をしないようにトレーナーを
配置する。そういったコーディネイトをどこまでできるか、
それが出来なかったら指導者が勉強して環境を作ってい
くか。それが出来ないから、根性つけさせて、暴力ふるっ
てといったような指導になってしまう。そのほかにも、尊
敬される指導者にならなければいけないと思っている。
俺が、俺が、といった指導者になってはいけないと思う。
強かったら偉いといったシステムが変わらないといけな
いとも感じる。強いところのチームの練習がすごいといっ
た考え方は良くなくなってきている。」	 （Ｈ氏）

　
　以上の会話データからは、【選手の成長環境を作る存在】
なる概念を生成した。この概念は、霜触・笠巻16）17）が述
べてきた「体罰関連要因」と「教育環境の構築」の内容と
深く関連している。すなわち、今回の調査でインタビュー
した４名の指導者（顧問教師）は、部活動におけるバレー
ボール指導そのものだけで選手の主体的プレイの獲得をめ

ざしているのではなく、彼らが高校期に獲得すべき、そし
て獲得することになる主体性をもって、その後の競技生活
および人生の「背骨」（バックボーン）を構築させたいと
の意図が伝わってくる。そのことは、Ｅ氏から得られた以
下のような声に象徴的であろう、「うちのチームは大会の
線審などの補助員に呼ばれることが多い。そういった場面
において、補助員として選手が行く時に、「Ａ県で一番う
まく補助員ができるのはウチの学校だから。」と言ってい
る。そういった形で選手を褒める。あなたたちは特別だか
らと、選手を持ち上げる。そういったふうにプレイ以外の
場面で褒める。私はそういった接近の仕方をする。「選手
として優勝するのが一番かもしれないけど、誰にも文句を
言わせないような補助員をするし、できる。一番求められ
ている補助員である。」選手たちにはいろいろな意味で誇
りを持たせたいと思っています。」（Ｅ氏）。
　高校期におけるバレーボール部活動は、あくまでも教育的
な営みにほかならない。Ｅ氏が発している声は、教育として
の部活動、否、教育としてのスポーツ活動の本質に迫るもの
であるといえよう。プレイならびにプレイに付随するシーン、
さらには、選手たちの高校生活全般において、部活動で獲
得することとなる「誇り」は多大な意味をもつに違いない。
　
４．総合的考察
　以下では、「旧態依然の指導（体罰等）に対する意識」「選
手の主体性を高めるための指導法」、さらには、「チーム内に
おける指導者の存在意義」において生成された概念間の構
造的関係性を分析枠組に依拠しつつ、総合的考察を試みる。
　本研究の分析枠組である「反作用」――敵対的Meの創
出および主体的なプレイ能力の向上とは、問題的状況にお
いて選手自身が思考したり、対話したりしながら、問題的
状況の解決を図ることであると定義した。「旧態依然の指
導（体罰等）に対する意識」「選手の主体性を高めるため
の指導法」「チーム内における指導者の存在意義」といっ
た場面から生成された概念をカテゴリー化する。
　まず、「旧態依然の指導（体罰等）に対する意識」からは、

【体罰や強い言葉を用いた指導に対する社会的期待感の存
在】と【選手時代の経験を生かした指導の継承とディレン
マの発生】なる概念からは〈「怒る指導」のあり方に対す
る葛藤と変革意識の萌芽〉なるカテゴリーを生成・導入す
ることとなった（図１）。また、同節からは【選手自身の
競技に対する向上心・関心の増加】【チームとしての自立】
なる概念が生成され、それら概念から〈「脱怒る指導」に
向けた自らの中での試行錯誤〉なるカテゴリーを生成・導
入することとなった（図１）。旧態依然は求められてきた
指導、暗黙知としてあり続けた「怒る指導」は、時代の流
れの中で、また指導者自身が指導経験を重ねる中で、本当
に効果的な指導方法なのかという指導観に対する意識の変
革・変容が指導者の中で確実に生起されつつある状況にあ
るといえよう。すなわち、試行錯誤の中で現在の選手（高
校生）にとっては、「怒る指導」が思考や対話を生むよう

16 スポーツ 　第９号 2024.3

原　　著



な「反作用」――敵対的Meの生起にまったく貢献できな
い状態にあることを指導者（顧問教師）たちもまた自覚し
始めたと捉えるべきなのであろう。そのことは、【競技に
対する向上心の低下】と【選手の対人スキルの低下】なる
概念から生成された〈指導する選手（高校生）自体の変化・
変容への気づき〉なるカテゴリーの内容と符合している。
４名の指導者の回答からも、怒られることによって「何く
そ」という反骨精神を見せていた自らを含めた過去の選手

（高校生）たちの姿を重ね合わせること自体、無理なこと
であることを認識し始めと理解すべきなのであろう。
　つぎに、「選手の主体性を高めるための指導法」からは、【選
手自身の思いや考えを活かした指導】【科学的理由や専門的
知識による裏付けを生かした指導】【選手が希望を抱くこと
となる指導】なる概念を生成した。これら３つの概念からは、

〈選手（高校生）の主体性向上を意図した指導者自身のマイ
ンドセット〉なるカテゴリーを生成・導入することとなっ
た（図１）。４名の指導者からは、選手の能動的な学びを意
図した科学的根拠や専門知識の積極的提供機会の増大に伴
い、「なるほど、それはわかる！」「競技とはそういった科
学的知見に基づいて為されるべきなのか」といった、主体
性論における従順な姿勢や態度を示す「反応」という「Ｉ」
の機能が増長されながらも、選手自身が思考したり、指導
者やチームメイトと対話したりすることで練習やプレイに
影響するような主体的なプレイ能力を促進させることにつ
ながっている可能性を見出すことになり得た。こういった
指導者（顧問教師）におけるマインドセットは、対選手（高
校生）、さらには、指導者自らの中で為されてきた試行錯誤
の上に成立しており、むしろ、指導者（顧問教師）におけ
るコーチング方法をめぐる新たな気付き――学習効果およ
び教育観の１つとして認識すべきなのであろう。
　以上、生成・導入されたカテゴリーからは、《選手の成

長環境を整える長期的コーチングの視座》なるコア・カテ
ゴリーを生成・導出することとなった（図１）。
　では、現在の高校生期バレーボール指導において求めら
れるべき指導のあり方はいかなるものなのか、本研究で得
られた知見に基づき総合的考察を試みたい。「旧態依然の
指導（体罰等）に対する意識」の中で、〈「脱怒る指導」に
向けた自らの中での試行錯誤〉なるカテゴリーを生成した。
今回インタビュー調査に協力していただいた４名の指導者

（顧問教師）は、選手時代の経験や昔の価値観に囚われな
がらも、時代の変化・変容やスポーツ指導を取りまく社会
的・教育的制約の出現から葛藤を抱き、現在の指導のあり
方へと自らを変化・変容されてきたと理解したい。そのこ
とは、選手（高校生）の主体性を高める指導者のマインド
セットの機会と合致している。こうしたように、選手の主
体的なプレイ能力を向上させるためには指導者自身が悩
み、考え、学び続けること――試行錯誤すること、否、す
べての指導者（顧問教師）がそのような試行錯誤に対し前
向きになれる状況を創出し続けることが肝要であるに違い
ない。換言すれば、高校生期の生徒を指導する者において
は、自らの中で固定化された指導観に固執するのではなく、
その時代の、また、チーム事情に応じた指導方法の構築を
志向する発想が最重要な視点であるとともに、選手（高校
生）たちの主体的なプレイ能力を促す指導方法を見出そう
とすること、すなわち、長期的な視座を持って選手を成長
させようとするという考え方こそが肝要であるといえよう。
　長期的な視座とは、「チーム内における指導者の存在意
義」で表した通り、その選手（高校生）たちのその後の競
技人生や人生のバックボーンまでを考慮した考え方であ
り、その時々の勝利や選手（高校生）の一時的反省のみを
捉えた考え方ではないはずである。選手（高校生）の先の
成長までを考えた指導を行うことで、選手（高校生）の考

選手（高校生）
（バレーボール部）

【選手時代の経験を活かし
た指導継承意識】

↓
＜「怒る指導」のあり方に対す
る葛藤と変革意識の萌芽＞

指導者自身の時系列

指導者自身の
プレイヤー時代

「怒られる」
指導の経験

「怒る指導」
方法の暗黙
知と実践

教師としてのコーチング活動

体罰・暴力
指導の禁止
（厳命化）

コーチング 「コーチング」

【競技に対する向上心の低下】【選手の対人スキルの低下】
↓

＜指導する選手（高校生）の変化・変容への気付き＞

【選手の思いや考えの尊重】
【選手が希望を抱ける指導方法】【科学的知見
活用の重要視】

↓
＜選手の主体性向上を意図した指導者自身
のマインドセット＞

【選手の向上心を高める】
【チームとしての自立】

↓
＜「脱怒る指導」に向けた自らの
中での試行錯誤＞

コア・カテゴリー

<<選手の成長環境を整える長期的コーチングの視座>>

【複数指導体制の重要性】
の理解に伴う教師自身の気付
きと新たな教育観の創出

図１　生成された概念およびカテゴリー間の関連性
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え方を理解するためにどれほど対話を重ねなければならな
いのか、今の指導で選手（高校生）自身が「力」――「自
ら考えようとする力」を身に付けることができているのか、
自らの教育観は今の選手（高校生）に合っているのか、選
手（高校生）との対話を重要視し共に思考を重ねることこ
そがスポーツシーンにおける指導者―選手間の「あるべき
姿」であるとともに、「教育活動としてのスポーツ」の意
味が内包されていると思えてならない。

　
Ⅴ．結　語
　
　本研究は、今日のスポーツ界において大きな課題とされ
ている「強い言葉や暴力による指導」の排斥を意図し、そ
のような指導から脱却し、「脱怒る指導」を体現・実践さ
れている指導者（顧問教師）に対するインタビュー調査を
もとに、「なぜ、そのような実践が可能になったのか」「現
状の「脱怒る指導」の構築においてはいかなる過程が存在
しているのか」、そしてまた、「現在の高校生期バレーボー
ル指導において必要となる指導者（顧問教師）としての立
ち位置と姿勢はどうあるべきなのか」を理解する目的から
実施された。
　詳細な解釈内容は「総合的考察」において論じたところ
であるが、敢えて要約的に記せば、「脱怒る指導」の実践
が為されている指導者（顧問教師）たちにおいては、「怒
らずとも対象者が高校生であれば適切な指導を以て優れた
プレイヤーおよびチーム作りが可能である」との認識が有
されているといえよう。そのことは、指導者（顧問教師）
自身の指導観・教育観の再創造が絶えず為されている状態
にほかならず、４名の調査対象者から得られた会話データ
は大変貴重なものばかりであったと感じている。
　最後に、本研究を終えるにあたり感じるに至った研究遂
行上の課題ならびに制約点を述べておきたい。まず、「怒
らない」指導を基礎としながらも、選手（高校生）たちの
言動によっては、どうしても「怒るべき」事態が生じるに
違いない。その際の「怒り方」、換言すれば、「有効な怒り
方（気付かせ方）」とはいかなるものなのか、興味深い。
今後、筆者自らが指導をする際の研究課題としたい。つぎ
に、選手（高校生）たちの主体性を育ませるための指導法
には、どうしても男女差が存在していると思えてならない。
今回の調査対象者のうち、２名が女子部の指導者（顧問教
師）であったものの、その点についての言及には至ってい
ない。この点もまた今後の研究課題としたい。
　今回調査の対象者は、紹介者であるＢ氏から「現在の高
校バレーボール指導者の中での極めて優れたひとたち」と
のご推薦のもと、選定された方々である。本研究においては、

「優れた」４名の指導者のみの調査研究活動に留まったが、
以降においては、調査対象者の範域を増大させ、高校生期
だけではなく、中学生期、さらには小学生期における「バレー
ボール指導の現在」の実態に迫ってみたいと考えている。
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一般社団法人
大分県スポーツ学会
第12回フォーラム

テーマ

スポーツによる地域・経済の活性化
〜おおいたのスポーツがもたらす効果を考える〜

会　期　2023年６月18日（日）　
会　場　J：COMホルトホール大分　3F大会議室 
　　　　Zoom使用によるハイブリッド開催
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プログラム

開会セレモニー 13：30～13：35

パネルディスカッション 13：35～15：50

コーディネーター：堀川　裕二（大分県スポーツ学会 監事・第14回学術大会長）

スポーツによる地域経済の活性化
～おおいたのスポーツがもたらす効果を考える～

パネリスト　

池部　純政	 大分県パラスポーツ指導者協議会 会長

榎　　　徹	 ジェイリース（株） ジェイリースFC運営部長・CSR推進部長

森　慎一郎	 NPO法人 七瀬の里Ｎクラブ 理事長

渡邊　博子	 大分大学 経済学部 社会イノベーション学科 教授

閉会セレモニー 15：50～16：00
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フォーラム記

　　　パネリスト	 池部　純政（大分県パラスポーツ指導者協議会 会長）
	 榎　　　徹（ジェイリース（株） ジェイリースFC運営部長・CSR推進部長）
	 森　慎一郎（NPO法人 七瀬の里Ｎクラブ 理事長）
	 渡邊　博子（大分大学 経済学部 社会イノベーション学科 教授）

コーディネーター	 堀川　裕二（大分県スポーツ学会 監事・第14回学術大会長）

スポーツによる地域経済の活性化
〜おおいたのスポーツがもたらす効果を考える〜

パネルディスカッション
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　スポーツ産業は経済活動と経済活動に基づいて資源の有

効利用というのが適切ではないか。企業の経営の流れが変

わることによって発展してきた。例えば高度経済成長の時

に所得が倍増することで、スポーツ産業と地域経済の活性

化におけるスポーツのあり方ということで意識された。ス

ポーツ産業の潜在成長力が経済、そして基幹産業への戦略

が産業政策としてのスポーツのあり方といえる。その次の

世代を担っていく子供達にそういう次の世代に向けてのビ

ジョンそしてスポーツによって何を実現したいのかってい

うことも大事なことだと思う。競争イノベーションという

言葉が社会経済構造の課題解決ということであれば経済

学・経営学がスポーツを通じて課題を解決できる。スポー

ツと経済地域活性化との関わりは地方の中での連帯があり、

教育があり、そして福祉があり地域の交流があり地域の活

性がつながっている段階を無視して進むことは出来ない。

　大分トリニータは1994年に設立。親会社がなく県民・行

政・経済界の支援をうけている。行政（学校を含む）との

関係は良好であり、J1からJ3まで経験したクラブである。

経営危機を何度も経験している。大分での認知度は非常に

高い。下部組織としてU18・15・12、レディース、スクー

ルをもつなど育成には定評があるといわれている。トリ

ニータ（スポーツ）はクラブの運営、観客動員、アウェイ

チームのサポーター、観光消費、宿泊費などの経済的価値

を生み出す。また、トリニータ（スポーツ）は社会的価値

を生み出す。サッカーを通じて大分に活力（元気）を届け

る。大分（地域）とともに成長する。チームとしては育成

型クラブとしてJ1に定着し、将来はタイトルを。企業や自

治体と新たな価値を創造し、わくわくドキドキを届けたい。

フォーラム記

スポーツを経済・経営学的視点からみる意味と価値

渡邊　博子 氏

大分大学 経済学部 社会イノベーション学科 教授

プロスポーツクラブが地域にあることの経済的効果	
（大分トリニータを例に）

榎　徹 氏

ジェイリース（株） ジェイリースFC運営部長・CSR推進部長
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　NPO法人七瀬の里Ｎクラブ（通称：Ｎスポーツクラブ）

は2004年創立、会員数700名。年間運営費約6,000万円の総

合型地域スポーツクラブでクラブハウス、硬式野球場、サッ

カー場、テニスコートを所有。宿泊施設、食堂などを運営

している。2022年を目途に四国アイランドリーグへの参入

を検討していた中、九州リーグの立ち上げの話が浮上し、

2021年参画する。野球県おおいた、ここ大分は多くのNPB

選手を輩出し続けている。一方で、高校野球以降の受け皿

がなく野球を断念したり、野球のために県外へ転出する若

者が多い。若者の夢実現をサポートし、挑戦する若者を受

け入れ、大分県を活性化させる。大分球団の使命として、「野

球県おおいた」は県民に夢と勇気を与え、子ども達の夢の

実現をサポートし、NPB、MLB入団へ挑戦する選手の夢

実現への環境づくりとキャリア形成、大分県の貴重な人材

として活躍する若者の育成である。

　中学校部活動の将来像としては、地域ジュニア文化ス

ポーツ団体という形が理想的である。

　パラスポーツの特徴は一般に行われているスポーツを

ベースに障がいの種類や程度に応じてルールや用具を工夫

しているスポーツ障がいのある人のために考案されたス

ポーツである。大分県地域福祉基本計画の基本理念の趣旨

は、少子高齢化や核家族化の進行などにより、人間関係が

希薄化し、家族や地域の支え合い機能が低下する中で、年

齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して暮

らせる地域社会を目指すものだ。パラスポーツを通じ相互

理解を深めることができる。

　パラスポーツは、社会福祉の向上やスポーツ活動推進の

課題解決にむけた一つのツールとして大きく期待でき、と

もに活かしあうことのでき、活力のある地域共生社会の実

現に大きく貢献できる。

フォーラム記

全ての人に豊かなスポーツライフを	
～スポーツは挑戦、勇気、感動を持っている～

森　慎一郎 氏

NPO法人 七瀬の里Ｎクラブ 理事長

パラスポーツが地域社会に与える影響

池部　純政 氏

大分県パラスポーツ指導者協議会 会長
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【意見交換の要旨】

Ｑ　経済の評価について

渡邊氏
　経済問題の課題解決は現状あるいろいろな状況に対して
どう対処するかっていうことが大事で経済的なアプローチ
になってくると思う。その経済的な措置としての見える形
での成果と経済的な成長が大きなメリットがあるかもしれ
ない。大事な情報があると地域地方の活性化につながる。

榎氏
　経済的価値が認識的価値観なのでこれも数値化ができる
というふうに思っている。そこをしっかり数字化していか
ないと経済的な価値、どのくらいの事業規模になってもっ
と明確にすることが、今後のスポーツクラブのやっていか
ないといけないことだと思う。ただ、全然数値化ができて
ない話だが、スポーツ公園の駐車場では、かなり早い時間
に来た方しか競技場の近くに止められない。でも駐車場の
一番遠いところから歩いて来た人に、例えば生命保険会社
から健康診断を行えるなど健康増進とスポーツ観戦のコラ
ボもいいのではないかと思う。

森氏
　スポーツの持っている力に価値を付けていかないと本当
に申し訳ないと思う。ジュニアスポーツも視察だけでなく、
ここから指導者が生まれてくればいい。また、結局はお金
が大分に落ちない。食事する、体験のアウトドアキャンプ
準備などの仕組みづくりが幸福度とか、住みたい街ランキ
ングみたいなところの評価が出てくる。そうすることで若
者定着、若者流出を止められると思う。経済交換、人材育
成、そういう面で、また地域経済の活性化につながると考
えている。

池部氏
　パラスポーツと経済は一番難しいところだと個人的に
思っている。パラスポーツでお金をどうやって出すか、開
発途上にあると思っている。どんな障害の方でもスポーツ
に参加するために色々用具を工夫されるので、その分を開
発していくということが非常に大きな意味があると思う。
車いす、一台300万～400万するが、世界中のトップスリー
とかはそれを使いたいということで購入している。障害が
あってもスポーツするために、選手だけではなくて、支援
をする方も一緒に来ることが多いので、そういう意味では、
一般の競技に比べて、経済効果が期待できるのかなと思っ
ている。まだ研究の余地がたくさんあるので、そういった
部分の皆さんと一緒に検証できるような体制ができるとよ
い。

（文責：別府大学食物栄養科学部　平川　史子）

フォーラム記
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第12回フォーラム
スポーツによる地域・経済の活性化

〜おおいたのスポーツがもたらす効果を考える〜

OOiittaa  SSoocciieettyy  ooff  SSppoorrttss  SScciieennccee
一一般般社社団団法法人人 大大分分県県ススポポーーツツ学学会会

2023年6⽉18⽇⽇ 13:30〜16:00（受付13:00〜）

オンライン
（Zoomミーティング）＆J:COMホルトホール⼤分 3F⼤会議室

（⼤分市⾦池南1丁⽬5番1号）

パネリスト
池部純政 ⽒ ▶ ⼤分県パラスポーツ指導者協議会 会⻑
榎 徹 ⽒ ▶ ジェイリース(株) ジェイリースFC運営部⻑・CSR推進部⻑
森慎⼀郎 ⽒ ▶ NPO法⼈ 七瀬の⾥Nクラブ 理事⻑
渡邊博⼦ ⽒ ▶ ⼤分⼤学 経済学部 社会イノベーション学科 教授

コーディネーター
堀川裕⼆ ▶ ⼤分県スポーツ学会 監事・第14回学術⼤会⻑

⼀般社団法⼈⼤分県スポーツ学会事務局 （担当：蓑浦）

〒870-0165 ⼤分市明野北1-1-11 ⼤分スポーツリハビリテーションセンター内
Tel:080-1761-0800 Fax:097-574-5133 E-mail:oitakenspojimu@gmail.com http://oitakenspo.jp/

参加申込み
（6/14締切）

〈参加費〉 会員・学⽣ 500円
⾮会員 1,000円
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第12期 スポーツ救護講習会
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2023年度 一般社団法人 大分県スポーツ学会 
第12期 スポーツ救護講習会プログラム

第１日目　2023年９月30日（土）
時　間 講　座　内　容

 9：00～ 9：10 会場準備

 9：10～ 9：30 受　　付	 （事務局・スポーツ救護委員会）

 9：30～ 9：40 オリエンテーション	 （事務局・スポーツ救護委員会）

 9：40～ 9：45
開講式

大分県スポーツ学会		副理事長　髙橋　隆一 氏（中村病院 リハビリテーションセンター）

 9：50～11：00
【講義】スポーツ頭部外傷（10 カ条の提言） 
 脳振盪、意識障害の診方と処置、スポーツ救護・小処置

講師：森　　照明 先生（一般社団法人 大分県スポーツ学会 顧問）

11：05～12：05
【講義】スポーツ現場における運動器疾患（スポーツ外傷・ 障害について）　　　

講師：井上　　敏 先生（社会医療法人 敬和会 大分リハビリテーション病院）　

12：10～13：10 昼休み　＊認定用写真撮影　～会場設営～

13：10～17：10
【講義・実技＊検定試験】スポーツ救命救急（日本赤十字基礎講習） １次救急 BLS、AED の取扱い

講師：日本赤十字社	大分支部 指導員

17：15～17：30 認定の諸説明	 （事務局・スポーツ救護委員会）

17：30～17：45 会場整理

第２日目　2023年10月１日（日）
時　間 講　座　内　容

 9：00～ 9：15 受　　付	 （事務局・スポーツ救護委員会）

 9：20～ 9：40	
【講義】スポーツ領域における薬学　（アンチ・ドーピング）

講師：河村　聡志 先生（大分県薬剤師会 学校保健・体育委員会	アンチ・ドーピング担当委員）

 9：45～10：15
【講義】スポーツ栄養学について

講師：平川　史子 先生（別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 教授）

10：20～10：50
【講義】スポーツ領域における歯科学

講師：岸　　岳宏 先生（医療法人 きし歯科ファミリークリニック 理事長・院長）

10：55～11：25
【講義】スポーツ現場における耳鼻科領域

講師：植山　茂宏 先生（府内耳鼻咽喉科 院長）

11：30～12：00
【講義】スポーツ現場における眼科領域

講師：木許　賢一 先生（大分大学医学部 眼科 准教授）

12：00～13：00 昼休み　＊認定用写真撮影	　～会場設営～

13：00～14：00
【講義】スポーツ現場における総合内科領域
 呼吸器・心疾患や熱中症及び新型コロナに関するスポーツ現場での対策

講師：久保　徳彦 先生（（独）国立病院機構 別府医療センター 総合診療科 医長）

14：05～15：50

【講義・実技】運動器疾患に対するスポーツ現場での対応方法
 　　　・RIC処置・ストレッチの方法・テーピングの方法（実技・予防）・三角巾法

講師：中村　　友 先生（医療法人 大場整形外科 リハビリテーション科 副主任）	
　　　西村　菜摘 先生（社会医療法人 敬和会 大分岡病院 看護師）

15：55～16：05
閉講式（修了証		授与式）

大分県スポーツ学会 理事長　谷口　勇一 先生（大分大学教育学部 教授）

16：10～17：10 スポーツ救護認定試験・審査会	（認定希望者のみ実施）	 （事務局・スポーツ救護委員会）

17：10～17：30 会場整理
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2023年
9月30日（土）
10月1日（日）

募集人数
定員５0名2023年度

一般社団法人 大分県スポーツ学会認定

■主催／（一社）大分県スポーツ学会
■後援／（公社）大分県看護協会　大分県スポーツドクター協議会  

今年度のスポーツ救命救急は日本赤十字社の基礎講習となります。

スポーツ救護
講習会

2023年８月31日（木）
※先着順（定員オーバー時は第13期へ）

申込締切日

2日間18,000円（資料代を含む）

学　生10，0００円受付時に納入

受 講 費 用

会　　　場

スポーツ救護を学びたいもの

対   象   者

（医療職・教育職・一般・大学生）

J:COM ホルトホール大分（大会議室）
〒870‐0839 大分市金池南一丁目5番1号

お問い合わせ
申込先

大分県スポーツ学会スポーツ救護講習会事務局
大分スポーツリハビリテーションセンター  担当：蓑浦

〒870‐0165 大分県大分市明野北1‐1‐11　TEL080‐1761‐0800  FAX097‐556‐1375
E-mail jimukyoku@ohba-clinic.jp　Homepage http://oitakenspo.jp/

※申込書はチラシの裏面をご利用下さい。
※申込書はホームページからもダウンロードできます。

第12期

※認定者には
　スポーツ現場への
　派遣をサポートします。

救

Homepageはこちら
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一般社団法人
大分県スポーツ学会
第14回学術大会

テーマ

ユニバーサルスポーツは 
人びとのライフバリュー（生活観）を 

再創造できる！

大会長　堀川　裕二（日本卓球バレー連盟 会長）

会　期　2023年12月24日（日）
会　場　J:COM ホルトホール大分
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開 会 式 9：30～

理事長挨拶　　谷口　勇一
大会長挨拶　　堀川　裕二

一般演題発表 9：40～12：35

セッション 1　9：40～11：05（発表 6分、質疑 6分）

座長：牧　健一郎（大分県スポーツ学会 理事）

1-1 中高卓球部に所属する生徒と保護者の食意識について
〇髙藤　真弘、〇三池　亜有里、平川　史子
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-2 中高生男子卓球部のメディカルチェックにおける血液検査と身体組成・栄養素等摂取状況との関連
〇重石　莉菜、〇山村　愛香、字室　沙也花、吉岡　みやび、平川　史子
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-3 高校男子バスケットボール選手の食意識と身体組成・栄養素等摂取状況の関連について
〇海野　愛、〇老山　花歩、荒木　朱音、伊藤　虹花、甲斐　明日香、平川　史子
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-4 高校野球選手の栄養摂取状況と身体組成からみた競技力向上のための栄養サポート内容の検討
〇奥村　美海、平川　史子
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-5 Briskウォーキングが気分状態に及ぼす影響について
○吉村　良孝
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-6 隠れ肥満者における自己生活修正プログラムの効果について 
－Ａ Pilot Study－

〇森　遥日、白石　すずみ、吉村　良孝、今吉　涼菜、衛藤　涼花
別府大学食物栄養科学部食物栄養学科

1-7 職場の健康文化が従業員満足度に与える影響：医療・福祉産業の労働者を対象とした横断調査
〇河野　銀次
大分大学大学院経済学研究科博士後期課程、社会医療法人敬和会けいわ訪問看護ステーション大分

プログラム
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セッション 2　11：20～12：35（発表 6分、質疑 6分）

座長：高橋　隆一（大分県スポーツ学会 副理事長）

2-1 ４方向への片足着地後の膝関節外反動作発生に関連する動作の同定 
～主成分分析，交差検定，効果量による同定～

○小池　貴行１）、尾崎　晃大２）、岡内　優明１）

1）大分大学理工学部、2）大分大学大学院工学研究科

2-2 スポーツ障害予防アプリの開発に向けた取り組み 
～今後の展望も含めて～

○川野　達哉、佐藤　浩二、大場　俊二
医療法人大場整形外科、大分スポーツリハビリテーションセンター

2-3 成長期スポーツ外傷・障害におけるアスレティックリハビリテーション
〇水津　将太、高司　博美、川野　達哉、牧　健一郎、大場　俊二
医療法人大場整形外科、大分スポーツリハビリテーションセンター

2-4 当院での腰椎疲労骨折に対する取り組み
〇廣瀨　幸輝、藤野　毅、大場　俊二
医療法人大場整形外科

2-5 試合現場で求められるスポーツナースをめざして
〇小原　優希１）２）、大場　俊二１）

1）医療法人大場整形外科、2）大分県スポーツ学会スポーツ救護委員会

2-6 大分県中学校体育連盟の救護活動の報告書から救護活動の現状と課題の評価
〇西村　菜摘１）、高木　久美子１）、園田　啓助２）

1）大分県スポーツ学会スポーツ救護委員会、2）大分県中学校体育連盟 理事長

レッツ！チャレンジ！卓球バレー！実演！ 13：30～14：10

コーディネーター：堀川　裕二（日本卓球バレー連盟 会長）
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特別講演 14：25～15：15

座長：堀川　裕二（日本卓球バレー連盟 会長）

なぜいま、ユニバーサルスポーツなのか 
－発生をめぐる必然性とは－

増田　和茂 兵庫県障害者スポーツ協会 理事長

シンポジウム 15：25～17：15

座長：池部　純政（大分県パラスポーツ指導者協議会 会長）

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう

シンポジスト

　普及活動で思うこと－指導することは学ぶこと・気付くこと
堀川　裕二 日本卓球バレー連盟 会長

　クラブ活動におけるユニバーサルスポーツ実践を通して
中山　育美 NPO法人しいだコミュニティ倶楽部 クラブマネージャー

　卓球バレーは人びとの身体にいかなる効用をもたらすのか
森　　照明 脳神経外科医／大分県スポーツ学会 顧問

コメンテーター

増田　和茂 兵庫県障害者スポーツ協会 理事長

閉 会 式 17：15～

表彰式
閉会挨拶　　次期大会長　山田　雅也（大分県スポーツ学会 理事）
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１　ノーマライゼーション
　　障害のない人と同じように社会で暮らしていく

２　ユニバーサルデザインとバリアフリー　　
　　バリアフリーのイメージ変換

３　ユニバーサルデザインの意義と効果
　　パラスポーツ教育であるI'm	POSSIBLE

４　中村　裕先生の先見
　　職業、1964東京パラリンピックフェスピック、大分国際車いすマラソン大会

５　ユニバーサルスポーツの実際
　　事例紹介と今後の課題

６　誰もが夢と実現へ

＜略　歴＞
1952年生まれ
東京都東村山市出身　順天堂大学体育学部卒
1975年	 兵庫県立総合リハビリテーションセンター勤務
2015年	 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会　現理事長
国内、パラリンピックなどのコーチ
大学非常勤講師、小中高校などでパラスポーツ、人権教育
調査研究、関係図書・機関誌執筆
趣味　自転車、料理

特別講演

なぜいま、ユニバーサルスポーツなのか
－発生をめぐる必然性とは－

増田　和茂
兵庫県障害者スポーツ協会 理事長
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　1971年に大阪の筋ジストロフィー児の養護学校で先生と生徒が一緒に考案し、京都で競技として完成された卓

球バレー。2008年には大分県で行われた全国障害者スポーツ大会のオープン競技として初の全国交流大会を開催

され、同時に日本卓球バレー連盟が設立されました。この間、卓球バレーは様々な障害のある方が楽しめるスポー

ツとして少しずつ普及されていき、山口、和歌山、岩手、福井、茨城、栃木の各県でオープン競技が開催されま

した。

　一方、21世紀に入った頃からは子どもからお年寄りまで、障害のあるなしに関わらず楽しめるユニバーサルス

ポーツとして注目される様になり、2011年のスポーツ基本法の施行に伴い総合型地域スポーツクラブやスポーツ

推進委員の皆さんの取り組んでくれる様になりました。今後は地域活性化に繋がるアイテムとしても期待されて

います。

＜略　歴＞
1957年岡山市生まれ　弘前大学教育学部保健体育科出身
元社会福祉法人太陽の家職員（1984年～2022年在籍）
日本卓球バレー連盟	会長（2023年／2008年～	副会長、西ブロック長、普及委員長歴任）
日本パラスポーツ学会	理事、大分県スポーツ学会	監事
日本パラダンススポーツ協会	理事
ヘルス・フィットネス・フォーラム	理事
大分県パラスポーツ指導者協議会	相談役（前会長）
大分県障害者フライングディスク協会	副会長

シンポジウム

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう

普及活動で思うこと	
－指導することは学ぶこと・気付くこと　　

堀川  裕二
日本卓球バレー連盟 会長

シンポジスト
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　今回、大分県スポーツ学会での「総合型地域スポーツクラブ」のユニバーサルスポーツについてのクラブでの

実践をシンポジストとして発表させて頂ける事をたいへん光栄に思っています。学会とは私にとってはとても

ハードルの高い別世界だと感じていますが、日々クラブでの実践で、「誰でもスポーツを通じて楽しめる時間」

を会員と一緒に創りあげている実績を皆様へお伝えしたいと思っております。今回の資料作成のため、クラブ会

員にもアンケート協力をして頂き、総合型クラブの会員の声もお届けしたいと思っております。

　どうぞよろしくお願い致します。

＜略　歴＞
2005年４月	 しいだコミュニティ俱楽部事務局員
2013年４月	 NPO	法人しいだコミュニティ俱楽部事務局員

資格取得など
2011年11月	 公認	アシスタントマネージャー取得
2018年４月	 公認	マスター中高老年運動指導士取得
2019年４月	 公認	中級障がい者スポーツ指導員

委員就任など
2010年	 福岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会	理事
2012年	 福岡県スポーツ推進審議会委員
2017年	 福岡県スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体選考委員
2017年	 北九州市スポーツ推進審議会委員
上記４件現在続行中

シンポジウム

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう

クラブ活動における	
ユニバーサルスポーツ実践を通して

中山　育美
NPO法人しいだコミュニティ倶楽部 クラブマネージャー

シンポジスト
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　卓球バレーの身体効果についての報告は多くない。そこで次の手順で話題を提供したい。
　　１．卓球の身体効果とリハビリ効果
　　２．日本卓球療法協会の活動状況とその効果
　　３．卓球バレーおよび卓球療法効果の評価法
　について解説する。

１．卓球の身体効果とリハビリ効果
1993年	 「第１回ジャパンメディカル卓球選手権大会学術集会」で森照明・佐藤智彦は
	 脳疾患患者の卓球リハビリ導入を発表
1996年	 森らは「卓球が脳血流に及ぼす効果の検討」を
	 第７回日本臨床スポーツ医学会で発表
1998年	 「日本卓球医学会議」を結成し森らは「リハビリテーションにおける
	 卓球療法の効果～中枢神経疾患患者に対する理学療法の試みとして～」を
	 『臨床スポーツ医学第15巻第11号』で発表
1999年	 森は日本卓球協会ナショナルチームドクター、日本オリンピック委員会　　
	 強化スタッフ、スポーツ医科学委員長（2002年）に就任

２．日本卓球療法協会の活動状況とその効果　　
2014年３月	 NPO法人日本卓球療法協会 理事長 長渕晃二（社会福祉協議会職員）　
	 	 協会は卓球団体ではなく、卓球の用具を使ってリハビリ（および予防）を行う、
	 	 あるいはそれに協力する個人・企業・団体が加入している団体
2016年12月	 卓球療法士講習開講
2017年９月	 第１回日本卓球療法学会開設　2023年11月卓球療法士認定番号1216号

効用・長所の紹介
①卓球バレーはウォーミングアップに良い。
②手軽にできる。球さえあれば、食卓、ティッシュ箱ほか身近にあるものででき、１対１でも可能。
③認知症の方に応じたやり方の工夫ができる。
④支援者としては行動面（協調性など）と動作面の観察・把握ができる。
⑤卓球療法の導入に良い。導入していない施設がイベント的に食卓等で卓球バレーを取り入れると興味を

持つ人が出て、やがて定例的なレクになり、さらに台やマシンを入れ、実施頻度を増やせるとリハの要
素が出て、効用を測れる。

⑥動作のレベルに応じたグループ分けの１つ（重度）に卓球バレーグループを設けることができる。最軽
度のグループは立位のラリー。「考えながら」「早い速度で」「視覚聴覚触覚刺激」という点ではラリーと
変わらないか？

シンポジウム

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう

シンポジスト

　　卓球バレーは	
人びとの身体にいかなる効用をもたらすのか

森　　照明
脳神経外科医／大分県スポーツ学会 顧問　
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＜略　歴＞
愛媛県生まれ
1970年3月	 東北大学医学部卒業　脳神経外科入局		
1982年4月	 大分医科大学 助教授 脳神経外科
2001年4月	 国立療養所 西別府病院 院長
2008年10月	 財団法人 湯布院厚生年金病院 院長　　　　　　　　　　　
2013年7月	 社会医療法人敬和会 大分岡病 院長・統括院長
2021年4月	 医療法人あおぞらクリニック 院長
	 	 一般社団JASMA日本ストレスマネジメント協会 代表理事
	 	 「瑞寶中授章」　綬章

役員など
・日本臨床スポーツ医学会名誉会員・元理事
・日本スポーツ協会（日体協）認定スポーツドクター・認定スポーツ指導者　
・日本医療マネジメント学会評議員
・日本脳神経外科学会評議員・専門医（～22）	
・元日本卓球協会スポーツ医科学委員長・元ナショナルチームドクター
・（一社）大分県スポーツ学会元理事長・顧問
・歩行リハビリテーション研究会代表世話人
・医療ロボットダイバーシティ学会会長
・スポーツダイバーシティ医科歯科研究会会長
・医療コンフリクトダイバーシティ学会会長
・（財）日本教育推進財団認定コミュニケーショントレーナー
・（公財）日本生産性本部認定ダイバーシティアドバイザー
・（一社）日本ヘルスケアダイバーシティー学会副理事長
・認定医療メディエータ―
・PHPビジネスコーチ　
・（一社）日本スポーツ救護看護学会顧問
・大分地方裁判所専門委員

⑦座位なのに下半身が結構動いている。
⑧表情、特に笑いが出る。
⑨認知症の方も徘徊せずひたすら参加している。
⑩世代交流や住民との交流、障害者と子供の交流がしやすい。
⑪遠方の施設とオンラインで交流できる。

３．卓球バレーや卓球ホッケーらの卓球療法効果の評価法（KHI）について　
　第14回本会の堀川裕二大会長は日本卓球バレー連盟普及委員長で、世界で活躍されている。卓球バレーは1974
年に大阪府の筋ジストロフィー症児のため始められ、「第５回近畿筋ジストロフィー症児交歓会スポーツ交流会」
後、京都市の鳴滝養護学校を中心にルールや用具を改善・工夫しながら京都府下に広まったとされている。2008
年大分の「第８回全国障害者スポーツ大会」中に日本卓球バレー連盟が発足し、2016年では全国34都府県で会員
は約1,500人とされている。
　前述の日本卓球療法協会も全国で会員が1,000名を越え活発に活動されており、今回の本学会を契機に是非共
通の評価法で活動を評価し、さらに世界に大きく飛躍されんことを切に願うものである。
　今回、我々は医療関連事業や健康経営事業に共通した１．主観的評価　２．客観的評価　３．経済的評価で構
成した健康資本評価指標KHI（KeyHealthcare	Indicator）を設定したので紹介する。

シンポジウム

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう
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【大会趣旨・開催要項】
　「ユニバーサルスポーツ」とは、年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、皆が一緒に楽しむことができる	
スポーツのことを指します。ユニバーサル（universal）とは、「汎用・万人向け」という意味であり、ユニバー
サルスポーツのほかにも、ユニバーサルデザインやユニバーサルアクセスといった複合語が存在し、「すべてで
通用する」というイメージを内包しています。
　では、なぜ近年「ユニバーサルスポーツ」が必要とされているのでしょうか。それは、共生社会の実現への寄与
が期待されているからです。障がいのある人とない人が一緒に楽しむことができるユニバーサルスポーツは両者の
相互理解と共生社会の実現に必要なのです。パラスポーツ体験が、体験者の共生社会に関する言葉の認知度向上や、
パラスポーツおよび障がい者に対する相互にポジティブな影響を与えるという調査研究結果もあるほどです。
　さて、本学術大会では、実際にユニバーサルスポーツを体験し、その楽しさや価値を見出してみましょう。そ
のことから、本県におけるユニバーサルスポーツの更なる普及をもとに、人びとのライフバリュー（生活観）の
再創造（Re-create）を促すことができればと考えています。

　今回の学術大会では、初の試みである「体験プログラム」
を導入した。日本卓球バレー連盟会長である堀川裕二氏に
よるコーディネートで実施されたが、参加者は一様におお
いに楽しんでおられた。初めて卓球バレーに触れた参加者
も多かったものの、堀川氏の見事なコーディネートもあり、
卓球バレーの本質と奥深さに感じ入る機会となった。
　障がいの有無にかかわらず、参加者全員が「楽しめる」

こととなる卓球バレーは、まさにユニバーサルであり、「遊
び」を基底とするスポーツの本質を垣間見る、そして、再
発見する機会となった。全国、さらには、国際的に普及さ
れつつある卓球バレーを県内の数多くのスポーツシーンに
おいて展開したい。一体験者としてもまたそのような思い
を強く抱くことになった。

学術大会記

ユニバーサルスポーツは	
人びとのライフバリュー（生活観）を再創造できる

◆レッツ！チャレンジ！卓球バレー！実演！	 （13：30～14：10）

コーディネーター　堀田　裕二	氏（日本卓球バレー連盟 会長）	

日　時：2023年12月24日（日）　9：00～17：30
会　場：J:COM ホルトホール大分
大会長：堀川　裕二（日本卓球バレー連盟 会長）
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　障害者（障がい者）スポーツの先進県である兵庫県の体
制をリード、構築してこられた増田氏より、特別講演をい
ただいた。実に貴重な内容であった。あっという間の50分
間でもあった。
　増田氏のご講演は、つぎのようなストーリー展開になっ
ていた。
１）ノーマライゼーション―障害のない人と同じように社

会で暮らしていく
２）ユニバーサルデザインとバリアフリー―バリアフリー
のイメージ変換

３）ユニバーサルデザインの意義と効果―パラスポーツ教
育であるI'ｍ	POSSIBLE

４）中村裕先生の先見―職業、1964東京パラリンピック
フェスピック・大分国際車椅子マラソン大会

５）ユニバーサルスポーツの実際―事例紹介と今後の課題
６）誰もが夢と実現へ、であった。
　なかでも、増田氏におかれては、「中村裕先生の功績は
ここ大分の地にしっかり根付いている」とされつつ、フェ
スピック大会（現在のアジアパラリンピック大会の前身）
の第１回大会が大分県開催であったこと、また、長年にわ
たり継続開催されている大分国際車いすマラソン大会に敬
意を表するとされた。
　最も傾聴すべき点は、ユニバーサルデザインとバリアフ
リーの内容であったように思う。すなわち、ユニバーサル

デザインとは障がい者にも配慮した空間のデザインおよび
構築にこそ本質が存在する。しかしながら、ユニバーサル
デザインはときとして、斬新さの追求に視点が向かってし
まい、真の意味でのバリアフリーになり得ていないケース
が存在するという。
　また、障がい者によるスポーツ実践は、間違いなくI'ｍ	
POSSIBLEなる意欲と気概を喚起される契機となり得ると
され、「あたりまえのことであるが、人は皆、自己表現の
機会を得たとき、間違いなく自己実現という新たなステー
ジへと向かうことになる。障がいの有無にかかわらず、と
くに障がいの無い人々が障がい者とともに同じスポーツに
接することに伴い生じることとなる新しい価値観は、両者、
すなわち、障がいの有無にかかわらずプレイヤーの本質的
なスポーツ観―あ、スポーツはそもそも誰もが楽しめる遊
びにほかならないのだ、という気付きをもたらしてくれる
ことになると解説された。なるほど、腑に落ちた。
　スポーツの力は膨大なものがあること、そのことはまず
もって、スポーツに関与・実践することとなる「ひと」へ
と向けられるべきなのである。スポーツはときに、経済的
波及効果や地域形成といった「副産物」的な側面への期待
が向けられがちである。いまこそ、プレイヤーファースト
のスポーツの力に気付き、皆でおおいにその「力」を高め
ていくための営みを考え、実践していくべきであるとされ、
特別講演は締められた。

学術大会記

◆特別講演	 （14：25～15：15）

なぜいま、ユニバーサルスポーツなのか	
―発生をめぐる必然性とは―

講師　増田　和茂	氏（兵庫県障害者スポーツ協会 理事長）
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　増田氏の特別講演を受ける形で、「ユニバーサルスポー
ツの可能性をおおいに探求しよう」なるテーマにてシンポ
ジウムを実施した。
　大会長でもある堀川氏からは、「普及活動で思うこと―
指導することは学ぶこと・気付くこと」と題し発言がなさ
れた。長年にわたり、障がい者スポーツ支援活動に従事し
てこられた堀川氏においては、現在、熱心に卓球バレーの
普及に関与されている。つい先日もアルゼンチン、ブラジ
ル等南米での卓球バレー指導および普及活動に出かけてお
られたわけであるが、指導や普及活動において思うことは
常に同一であるという。「障がい者だけでなく、経済事情
等からスポーツを楽しめない人々が数多くいる。諸外国に
おいてはまだまだ障がい者がスポーツに接する機会は数少
なく、卓球バレーに接し始めた人々の嬉々とした姿はある
種の感動を覚えてしまう」。堀川氏においては、ユニバー
サルスポーツの普及に関わる中で、おおいなる自身の中で
の学びと気付きがなされていること、そして、そのことは
自らの絶え間ない「成長」の機会になり得ていることを力
説された。

　中山氏からは、「クラブ活動におけるユニバーサルスポー
ツ実践を通して」なる内容で発言がなされた。福岡県内、
さらには、全国的にも注目されている「しいだコミュニティ
倶楽部」（総合型地域スポーツクラブ）の特徴は、そのプ
ログラムにユニバーサルスポーツ種目が導入されてきたこ
とにある。中山氏からは、「最初の頃は不安いっぱいでした。
でも、障がいを持っている方々、特に子どもたちとの接点
の中で、とても喜んでくれている姿を目の当たりにするこ
とで、私をはじめ、スタッフの多くが『もっと楽しんでも
らいたい』と思うようになって」とされ、障がい者支援に
係る資格を取得するスタッフが増加し、いまでは、「日々、
さらなる良好なプログラム展開ができるよう、スタッフ全
員が努力しています」と述べられた。素晴らしいクラブ活
動である。
　森氏からは、「卓球バレーは人びとの身体にいかなる効
用をもたらすのか」なる内容で発言がなされた。森氏は脳
神経外科であること、また、ご自身も卓球の競技者であっ
たこと、さらには、日本代表の卓球選手団にスポーツドク
ターとして帯同してきた経験もあり、ことさらに卓球バ

学術大会記

◆シンポジウム	 （15：25～17：15）

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しよう

　　シンポジスト　堀川　裕二（日本卓球バレー連盟 会長・本大会 実行委員長）
　　　　　　　　　中山　育美（NPO法人しいだコミュニティ倶楽部 クラブマネジャー）
　　　　　　　　　森　　照明（脳神経外科医・本学会 顧問）
　コメンテーター　増田　和茂（兵庫県障害者スポーツ協会 理事長）
コーディネーター　池部　純政（大分県パラスポーツ指導者協議会 会長）
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レーを取りまく今日的状況には強い関心を持たれているよ
うであった。専門の医学的知見（脳波や脳内ホルモンの分
泌状況等）を踏まえ、卓球バレーの効用については、「座
位なのに下半身が結構動いている」「考えながら、はやい
速度で実施される卓球バレーのゲームは視覚・聴覚・触覚
刺激に有効である」「認知症の方も徘徊せずひたすら熱中
して参加する傾向が看取される」、そして、「世代交流や住
民との交流、障がい者と子どもの交流がしやすい」といっ
た点について言及された。

　コメンテーターの増田氏、コーディネーターの池部氏から
は異口同音にして、「卓球バレーをはじめとしたユニバーサ
ルスポーツの多くにはおおいなる可能性があることを再認識
する。可能性があるということは、点在している課題点への
フォーカスも大切。ユニバーサルスポーツは、市民権を得た
とき、『ユニバーサル』という単語が外れ、『スポーツ』になっ
てくるはず。そこをめざしていくべきなのであろう」とのま
とめがなされた。深く深く首肯する内容であった。

　午前中に実施された口頭発表の部における「優秀発表賞」の表彰がな
された。受賞者は、奥村	美海	氏（写真右：別府大学食物栄養科学部学
部生　演題名：高校野球選手の栄養摂取状況と身体組成からみた競技力
向上のための栄養サポート内容の検討）、川野	達哉	氏（大場整形外科・
大分スポーツリハビリテーションセンター	演題名：スポーツ障害予防
アプリの開発に向けた取り組み―今後の展望も含めて）の２名であり、
堀川大会長より表彰された（奥村氏の代わりに平川先生が受賞）。

　学術大会登壇者をはじめ、学会理事等々が集まり、大分
センチュリーホテルにて楽しい懇親会が催されました。	
筆者はまたもや、記憶が無くなってしまい…。

（文責：大分大学教育学部　谷口　勇一）

学術大会記

◆表彰・閉会行事

◆懇親会
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1-1

中高卓球部に所属する生徒と保護者の 
食意識について 
 

〇髙藤　真弘、〇三池　亜有里、平川　史子　
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 

　中高一貫校に所属する卓球部員とその保護者の食意識が
競技力に及ぼす影響を検討した。食生活で重視しているこ
とでは「朝食・昼食・夕食をきちんと食べる」が、女性、
男性共に子供と保護者とで最も多かった。食生活や体調面
で「気になること」「悩んでいること」は女性では子供と
保護者共に「食べ過ぎる」「貧血の予防・改善」、また「ダ
イエット」に関しては子供の半数が悩んでいた。子供は体
型面、保護者は健康面という悩みの違いがみられた。男性
では「スタミナアップ」「身長を伸ばしたい」「筋肉量（体
重）増加」が子供と保護者共に高い傾向があったことから、
親子共に健康面、体型面、競技力向上の悩みが多かった。
今後は、基本的な食事の形を整えること、野菜摂取による
ビタミン・ミネラルなどの栄養素が体調管理や体作りに必
要であること、成長期の食事制限が及ぼす悪影響などを啓
発し親子と共にさらなる意識向上に繋げていく栄養指導が
必要である。

1-2

中高生男子卓球部のメディカルチェック
における血液検査と身体組成・栄養素等
摂取状況との関連 

〇重石　莉菜、	〇山村　愛香、字室　沙也花、
吉岡　みやび、平川　史子	
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科

　中高生男子卓球部員に血液検査、身体計測、食事調査を
実施し、栄養アセスメントの指標について検討した。鉄欠
乏性貧血の指標の年齢別分布では、Hb、血清鉄、Frは中
学生が低値、TIBCは中学生が高値を示したことにより、
中学生は、前潜在性鉄欠乏状態の可能性があることが分
かった。Hbと除脂肪体重、平均握力、Frと魚類の鉄、ビ
タミンＢ₆、ビタミンＢ₁₂ともに正の相関がみられた。溶
血性貧血の指標では、LDHとHp共に正常範囲外はどの年
齢にも認められた。溶血性貧血は赤血球の破壊で起こるた
め、今回の対象者には溶血性貧血の危険性も示唆された。
CKはどの年齢でも正常上限値以上の者が多く、ほとんど
の選手で筋肉量の破壊が進んでいることが分かった。血液
検査を実施することは、競技に支障となる要因を早期発見
することができるため、身体活動量に見合ったエネル
ギー・各栄養素の適切な摂取をアセスメントする上で大変
有効であると考えられる。

一般演題
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1-3

高校男子バスケットボール選手の食意識
と身体組成・栄養素等摂取状況の関連に
ついて 

〇海野　愛、〇老山　花歩、荒木　朱音、	
伊藤　虹花、甲斐　明日香、平川　史子
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 

　高校バスケットボール部に所属する部員を対象に、食事
に対して重視している項目と身体組成、栄養素等摂取状況
の関連を検討した。「朝食・昼食・夕食」を重視している
者は砂糖甘味料の摂取量、油脂類の摂取量が少なく、菓子
類や清涼飲料水を控えていることが示唆された。「魚」を
重視している者は、きのこ類の摂取量が有意に高かったこ
とから、ビタミン類、ミネラル類などの栄養バランスにつ
いても配慮していると考えられた。「豆腐や納豆」と回答
した者は体脂肪量が高い傾向にあり、タンパク質源として
低脂肪、低エネルギーの豆腐類などを選んでいると考えら
れた。「体重や体調」と回答した者は、海藻類からのビタ
ミン類やミネラル類など体重や体調管理につながる食材を
意識して食べていた。高校生の競技力の維持・向上のため
には、適正な食習慣を身につけることや栄養素を十分に摂
取するといった指導と個々の問題に対応した個別指導が必
要である。

1-4

高校野球選手の栄養摂取状況と身体組成
からみた競技力向上のための栄養サポー
ト内容の検討 

〇奥村　美海、平川　史子
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科

　高校野球は約２年間半と短く、「甲子園」に出場できる
機会は１年を通して、春と夏の２回のみであり、甲子園出
場を目指すためには、シーズン中だけでなく、オフシーズ
ンの過ごし方が重要である。その理由としては、新チーム
結成からシーズンが終わる（秋季大会）まではチーム力に
差がなくてもオフシーズンの過ごし方によって、シーズン
開始（春季大会）時のチーム力に大きな差が生じることが
多いためである。本研究では、年に４回実施した身体状況・
栄養摂取状況のデータを用いて、栄養指導の効果を確認し、
競技力向上のための栄養サポートの内容を検討した。
　競技力向上の基本となる身体づくり、特に筋肉量増加の
ためには、「まずはしっかりと主食を摂ること」、「３大栄
養素とともに、ビタミン、ミネラルの補給をすること」、「朝、
昼、夕バランスよく摂取するとともに不足しがちな栄養素
を補食で補うこと」という３点について継続的な栄養サ
ポートを行う必要があると考える。

一般演題
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1-5

Briskウォーキングが気分状態に及ぼす
影響について 
 

○吉村　良孝　
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科　　　　　　　

【目的】
　本研究の目的は、Briskウォーキングが気分状態に及ぼ
す影響について検討することである。

【方法】
　被験者は健康的な女子大学生２名である。ウォーキング
は、時速４kmと５kmのスピードにトレッドミルを設定し
て、２%の傾斜でそれぞれ20分歩行して、その前後に気分
状態を把握するためにPOMS2テストを実行した。

【結果】
　POMS2テストの結果は、Total	Mood	Disturbance（TMD）
で評価した。このTMDは、高得点である場合、ネガティ
ブな感情を強く抱いていることを表す。本研究の結果、被
験者Ａと被験者Ｂ	のTMDは、１回目の時速４kmでは
ウォーキング前よりもウォーキング後で低い値を示してお
り、２回目の時速５kmも同様にウォーキング前よりも
ウォーキング後で低い値を示していた。ダイエットや呼吸
循環機能の改善などのために速度を変えたウォーキングを
取り入れることは、気分状態にも良い影響を及ぼすのでは
ないかと考えられた。

1-6

隠れ肥満者における自己生活修正プログ
ラムの効果について 
－ Ａ Pilot Study － 

〇森　遥日、白石　すずみ、吉村　良孝、	
今吉　涼菜、衛藤　涼花
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科

　本研究の目的は、女子大学生の隠れ肥満者を対象に行っ
た自己生活修正プログラムの効果や課題について検討する
ことである。
　被験者は健康的な女子大学生４名である。被験者には栄
養素等摂取状況の調査及び身体活動量の調査から修正が必
要と考えられる項目を説明した後、自己の生活に取り入れ
可能な項目を選択させた。その後まず４週間を観察期とし
て設けて、２週間後に支持的面接を実施した。観察期終了
から14週間を非観察期として自己生活習慣の改善に取り組
ませた。
　調査項目は身体的特徴の調査、栄養素等摂取状況の調査
であり、自己生活修正プログラムにおける自己評価を
VAS法により聞き取った。
　４週間の観察期では被験者各自ができる範囲の修正を行
なっていた。その後非観察期では自己生活修正プログラム
を続けることが困難な被験者もみられた。
　今後は被験者数を増やして、自己生活修正プログラムが
定着するまでの観察期間の調整を行なって検討したい。
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職場の健康文化が従業員満足度に与える
影響：医療・福祉産業の労働者を対象と
した横断調査 
 

〇河野　銀次
大分大学大学院 経済学研究科 博士後期課程
社会医療法人敬和会 けいわ訪問看護ステーション大分

　少子高齢化による労働人口の減少や高齢労働者の増加に
よる労働災害の増加など、労働世代への健康増進支援への
関心が高まってきている。健康日本21（第２次）において
も、健康増進に取り組む主体として職場の環境整備も挙げ
られていることや、企業が従業員への健康支援へ積極的に
投資する「健康経営」の取り組みが活発となっている。企
業が「健康経営」に取り組むことで、従業員が健康に働け
るだけでなく、職場の健康文化・風土や、働きやすい職場
環境が醸成されることで、労働生産性の向上や従業員満足
度に正の影響を与えることが期待されている。
　しかし、医療・福祉産業の労働者を対象とした調査や企
業の健康文化や従業員満足度の関連について調査したもの
は多くない。
　今回、医療・福祉産業に属する労働者442名を対象とした、
横断調査を行ったため報告する。
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４方向への片足着地後の膝関節外反動作
発生に関連する動作の同定
～主成分分析，交差検定，効果量による
同定～

○小池　貴行１）、尾崎　晃大２）、岡内　優明１）

１）大分大学 理工学部
２）大分大学大学院 工学研究科 

【緒言】
　バレーボールやバスケットボール等跳躍後の片足着地時
には膝関節は外反姿勢となりやすく、この姿勢が過度と
なった場合、膝前十字靭帯の損傷や断裂を誘発させること
が報告されている。しかし、この外反動作発生に他の関節
のどの動作が関わるかは充分に検討されていない。本研究
ではこの膝関節外反動作発生に下肢関節のどの動作が関わ
るのかを主成分分析（PCA）、一つ抜き交差検定（loocv）
及び効果量により明らかにすることを目的とした。

【方法】
　男子学生10名が、30cm高の台から70cm先にある床反力
計への着地試技を利き足と非利き足で行った。着地方向は
台の前方、着地足側斜め前30度、同60度、真横の４方向と
した。この動作は高速度カメラ４台で撮影後、３次元空間
上の足関節、膝関節、股関節の角度を算出し、着地時角度
とその後の最大角度変位を抽出した。これら角度はPCA
により主成分得点（PCscore）へ変換後、外反発生時と内
反発生時の２群に分け、両群のPCscoreをloocvによる平均
２乗誤差とCohens'dによる効果量で検証した。これら検証
は第１~５主成分（PC）を対象とし、効果量が中以上（ｄ
>0.5）となったPCscoreを中心に判定した。

【結果と考察】
　外反と内反の差があったのは主に第1PCと第2PCであっ
た。各PCを構成する角度は、利き足では、第1PCは膝外反、
足関節外転と股関節内旋の角度変位、第2PCは足関節の背
屈と回内及び股関節内転の着地時角度であった。非利き足
着地では、第1PCは膝外反、股関節内旋と膝外旋の角度変
位、第2PCでは足関節の外転、膝の外反と内旋の着地時角
度であった。交差検定と効果量は利き足より非利き足が高
かった。これから結果は非利き足では着地時の膝の外反と
外旋姿勢となると膝の外反変位を誘発し、一方の利き足は
着地時の股関節内転姿勢と足関節外返し姿勢が、外反変位
を誘発することを示唆する。

2-2

スポーツ障害予防アプリの開発に向けた
取り組み
～今後の展望も含めて～ 

○川野　達哉、佐藤　浩二	、大場　俊二
医療法人 大場整形外科、
大分スポーツリハビリテーションセンター

　はじめに、スポーツ障害の予防・重症化の防止の重要性
やスポーツ現場への啓蒙活動の必要性は以前から指摘され
ている。しかし、スポーツ現場には、正しい医学的知識を
普及させる有効なシステムはなく、スポーツ障害の予防・
重症化の防止は進んでいないのが現状である。
　そこで、「子ども達がアプリ（システム）の活用を通じ
て定期的にヘルスチェックを行い、自身の体の状態を把握
する」。そして、「適切な改善方法や対処方法を知る事によ
り、スポーツ障害の予防・重症化の防止に繋げる」。
　このような、子ども達が簡便に使えるスポーツ障害予
防・重症化の防止に寄与するアプリを開発・普及させる事
を目標とする。また、このアプリの対象は成長期の子ども
達であり、メインターゲットは中学生とする。
　しかし、アプリ開発には専門性の高い知識・技術に加え
多くの開発費用がかかる。そこで、スポーツ障害予防の重
要性やアプリの必要性を大分県（行政）・大分大学・アプ
リ開発会社のOECに説明し、アプリ開発の趣旨に賛同し
共同開発のメンバーに加わって貰った。
　このように産学官で連携を取り、月に１回のペースで会
議を重ねてようやくスポーツ障害予防アプリのプロトタイ
プの作成案が具体化されてきた。
　そこで、今回このスポーツ障害予防アプリのプロトタイ
プの構想内容を中心に、我々のこれまでの取り組みや今後
の展望について発表する。
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成長期スポーツ外傷・障害におけるアス
レティックリハビリテーション 
 

〇水津　将太、高司　博美、川野　達哉、	
牧　健一郎、大場　俊二
医療法人 大場整形外科、
大分スポーツリハビリテーションセンター

【はじめに】
　当院では早期スポーツ復帰を目指し、様々なツールを用
いたリハビリテーションを展開している。成長期スポーツ
外傷・障害におけるアスレティックリハビリテーション（以
下、アスリハ）は、正しいアライメントを獲得し、再発予
防に繋げるために重要であり、患者本人やその家族、指導
者の治療に対する理解を持ってもらうことが重要となる。
今回、当院で行なっているアスリハについて報告する。

【対　象】
　2022年10月１日～2023年９月30日までに当院を受診した
小・中学生のスポーツ外傷・障害患者。

【結　果】
　当院を受診した9,888名の内、小・中学生のスポーツ患
者は2,038名であった。この内、スポーツ外傷59.1%、障害
40.9%であった。スポーツ外傷では足関節捻挫が最も多く、
スポーツ障害ではオスグッド・シュラッター病（以下オス
グッド病）が最も多かった。

【治　療】
　最も多かったオスグッド病についてのアスリハを報告する。
　患者や保護者に病態やスポーツ復帰までの流れを理解し
てもらうためにパンフレットや動画を用いて説明を行い、
理学療法士の評価の上、ストレッチや筋力訓練、患部外ト
レーニングなど、セルフエクササイズ指導も行う。その後、
アスリハとして、スクワットやランジ動作などのClosed　
Kinetic	Chain（以下CKC）、動作トレーニング、アジリティ
と段階的に復帰に向けて進めていく。アスリハで正しい動
作の獲得を目指し再発予防へ繋げる。しかし、正しい動作
やセルフエクササイズの定着までの期間は個人差があり、
スポーツ復帰以降にもコンディショニングを目的とした期
間を設ける取り組みも行なっている。

【まとめ】
　成長期スポーツ障害において、セルフエクササイズの実
施など自己管理能力を身に付けさせることは重要である。
また、アスリハではスポーツ動作における正しいアライメ
ントを獲得することは、再発予防および二次的障害、その
他のスポーツ外傷・障害の発生予防において重要である。

【今後の展望】
　外来リハビリテーションにおいてセルフエクササイズの
実施状況を管理することは難しいため、再発リスクを軽減
するためには、エクササイズの定着を図る取り組みが必要
と考える。

2-4

当院での腰椎疲労骨折に対する取り組み 

 

〇廣瀨　幸輝、藤野　毅、大場　俊二
医療法人 大場整形外科 

【はじめに】
　腰痛を主訴に当院を受診した腰部スポーツ傷害の３割は
腰椎疲労骨折である。腰椎疲労骨折の治療は確立されてき
ており、スポーツの完全中止、患部の局所的安静（硬性コ
ルセット装着）、柔軟性や体幹機能の改善を中心とした運動
療法が重要である。その中でも治療方針を大きく左右され
るのがCTによる進行度が問題であり、当院では大場の提唱
する進行度分類をもとに治療方針の決定を行っている。
　今回はその進行度分類による治療方針の説明や、現状の
治療の取り組みを紹介する。

【まとめ】
　腰椎疲労骨折を疑うＸ-Ｐの硬化像や理学所見、罹患期
間が長い場合などには、MRI・CTにて確定診断を行って
いる。大場が提唱したCT進行度分類に従い中止期間の目
安などを決定し、復帰の判断は月に１回MRI撮像し、
STIRでの高輝度所見の改善、消失をもって、スポーツ復
帰へと進めている。治療は原則、硬性コルセットを装着し
スポーツ活動は完全中止とし、腰椎の伸展や回旋の動作が
入らない運動療法を中心に行う。早期診断と早期治療を行
えれば、約７割は２ヶ月以内でスポーツ復帰する。また初
期のステージ（StageⅠ～Ⅱ）であれば８割以上が骨癒合
も可能である。しかし、スポーツ完全中止期間中にスポー
ツ活動の継続を希望する患者もいる。そのため、治療方針
について患者・保護者への十分な説明と理解が重要になっ
てくる。
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試合現場で求められるスポーツナースを
めざして 
 

〇小原　優希１）２）、大場　俊二１）

１）医療法人 大場整形外科
２）大分県スポーツ学会 スポーツ救護委員会

【はじめに】
　「われはここに集いたる人々の前に、おごそかに神に誓わ
ん。」「われは我が力の限り、我が任務の標準を高くせんこと
を努むべし。」24年前、戴帽式の際に誓ったナイチンゲール
誓詞である。平成24年に第１期生としてスポーツ救護ナース
の資格を取得し、救護活動を行ってきたが、『本当に求めら
れるスポーツナースになれているのか』という思いがあり、
求められるスポーツナースとは何か振り返ったため報告する。

【目的】
　現場が求めるスポーツナースを確認し、試合現場の看護
について考える。

【方法】
①救護を依頼する側の意見を伺う。
②試合現場などで帯同を行うAT・PT・指導士の意見を伺う。
③意見を参考に求められるスポーツナースになるための対

策を考える。

【結果・考察】
　まず、救護活動に参加した際に、試合の主催者に意見を
頂いた。「些細なものから重篤なものまで、体調不良者な
どが発生する可能性があるが、専門ではないのでミスが起
こる可能性があり、状態を悪化させるのではないかと不安
を感じている。」「けが等により練習や試合に参加できない
時期が長引くことが不安。」「部活動にも関わりをもつスポ
―ツナースも増えると良い。」などが挙がった。また「ナー
スがいることで監督やコーチや選手が試合に集中できる。」
などの感想も伺うことができた。
　次に、試合現場などで帯同などを行うAT・PT・指導士の
意見を頂いた。同じく処置、脳振盪やBLSなどの救急対応に
不安があることが分かった。また「救護ナースに頭部外傷で
適切に対応してもらい心強かった」「トレーナーまかせだった」
「トレーナーは選手を見ることが多いので観客をみてほしい」
「救急対応の勉強会をしてほしい」などの意見が挙がった。
　また、試合現場は、選手の病歴や既往歴などメディカルレ
ポートはなく、幅広い知識が求められる。当院はスポーツ整形
外科のため、スポーツ外傷や障害の患者対応は多いが、脳振
盪や熱中症などの重篤事例の対応については接する機会が少
ない。そのため当院では、毎年、脳振盪や熱中症などの対応
情報提供を行ってきた。また救護対象は選手だけでなく、指
導者、審判、応援する家族なども対象となるため、今回は、感
染症対策、あらゆる年代の発達段階や、競技ごとの環境や競
技特性をまとめ、また、オリパラでの救護経験者とのWEB研
修も実施し、救護に行く際に、リスクマネジメントしやすい環
境作りができた。今後も他部署と連携をとり、救急対応や事例
検討などの勉強会を行いながら、現場のサポートに努めたい。

2-6

大分県中学校体育連盟の救護活動の報告
書から救護活動の現状と課題の評価 
 

〇西村　菜摘１）、高木　久美子１）、園田　啓助２）

１）大分県スポーツ学会 スポーツ救護委員会
２）大分県中学校体育連盟 理事長

【はじめに】
　大分県スポーツ学会では、大分県中学校体育連盟の夏と
秋の大会の救護活動を行っている。同日に様々な競技が様々
な会場で実施され、各会場に１名の救護ナースもしくは救護
員を派遣している。救護の経験が多くスキルの高い救護ナー
ス・救護員もいるが、経験の浅い救護ナース・救護員もいる。
救護ナース・救護員のスキルを上げるためにはどのような講
習会や情報提供が必要かを考え、救護活動の現状をまとめた。

【目的】
　令和４年度の大分県中学校体育連盟の救護活動での救護
日誌をもとに、競技別や症例別、男女別にデータ化をし、
どのようなスキルが必要かを明らかにすること。認定取得
者が初めて救護に行く際に、救護活動の実際をデータと一
緒に伝えることで、より救護活動へのイメージが付きやす
くなると考えた。

【方法】
　大分県中学校体育連盟事務局が作成した救護日誌を各会
場に設置しており、当日会場救護を担当した救護ナース・
救護員が記載をしている。令和４年度中体連の救護日誌か
ら対応の有無、競技別の対応数、症状別、処置内容別にデー
タにまとめた。

【結果】
　男女別では男子の方が対応数は多かった。
　競技別では夏と秋とでは、違いがあった。
　症状としては夏と秋ともに、ボールや相手選手との接触
による負傷、転倒が多かった。
　対応内容としては、アイシング、絆創膏やガーゼ保護、
止血処置が多かった。
　秋の大会は新人戦であり、試合に慣れていない選手が多
いため、対応が多かった。

【考察】
　救護認定を取得した方は多いが、実際に活動するのに不
安や抵抗があり、活動を行っていない方も多い。そのよう
な方々が現状を知り、必要な対応方法がわかることで、救
護活動への不安や抵抗の軽減につながればよいと考える。
　救護派遣は中体連だけでなく、大分県内からたくさんの
派遣依頼があるため、救護ナース・救護員を増やし、個々
のスキルを上げていきたい。

【まとめ】
　以上の結果と考察から、救護活動の現状と課題を評価し
た。今後は、救護ナース・救護員のスキル向上のための講
習会や情報提供を行い、救護活動への取り組みを強化して
いきたいと考えている。
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名 義 後 援

大分県教育委員会

公益財団法人 大分県スポーツ協会	

一般社団法人 大分県医師会

一般社団法人 大鶴歯科医師会	

公益社団法人 大分県薬剤師会

公益社団法人 大分県看護協会	

公益社団法人 大分県栄養士会

公益社団法人 大分県理学療法士協会	

公益社団法人 大分県作業療法協会

大分県スポーツドクター協議会	

大分県障がい者スポーツ協会

大分県パラスポーツ指導者協議会	

大分県卓球バレー協会	

大分合同新聞社

OBS大分放送

TOSテレビ大分	

OAB大分朝日放送

SC大分ネットワーク
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●一般演題発表14題 9：40～12:40（発表6分、討論6分）

ユニバーサルスポーツは
人びとのライフバリュー（生活観）を

再創造できる！

プ ロ グ ラ ム

一般社団法人 大分県スポーツ学会 第14回学術大会O ita  Soc iety  of  Sports  Scie

nceOSSS

2023年12月24日㈰ J:COM ホルトホール大分 3F大会議室
〒870-0839 大分市金池南一丁目5番1号

参 加
先着200名

 9：00～17：30

大分県スポーツ学会第14回学術大会事務局
大分スポーツリハビリテーションセンター 担当：蓑浦
〒870-0165 大分市明野北1-1-11
TEL080-1761-0800　FAX097-556-1375
E-mail  oitakenspojimu@gmail.com
Homepage http://oitakenspo.jp/

一般社団法人 大分県スポーツ学会主 催

後 援

お問合せ先

会員 1,000円
非会員 1,500円
学　生　 500円

参
　加
　費

大分県教育委員会、（公財）大分県スポーツ協会、（一社）大分県医師会、
（一社）大鶴歯科医師会、（公社）大分県薬剤師会、（公社）大分県看護協会、
（公社）大分県栄養士会、（公社）大分県理学療法士協会、（公社）大分県作業療法協会、
大分県スポーツドクター協議会、大分県障がい者スポーツ協会、
大分県パラスポーツ指導者協議会、大分県卓球バレー協会、大分合同新聞社、
OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、ＳＣ大分ネットワーク

●開会式 9：30～
理事長挨拶　谷口 勇一
大会長挨拶　堀川 裕二

●シンポジウム 15：25 ～ 17：15 座長・コーディネーター　池部 純政（大分県パラスポーツ指導者協議会 会長）

ユニバーサルスポーツの可能性をおおいに探求しようテーマ 

登壇者 普及活動で思うこと―指導することは学ぶこと・気付くこと　　堀川 裕二 氏 （日本卓球バレー連盟 会長） 
クラブ活動におけるユニバーサルスポーツ実践を通して　　　中山 育美 氏 （NPO法人しいだコミュニティ倶楽部 クラブマネージャー）

卓球バレーは人びとの身体にいかなる効用をもたらすのか　　森　 照明 氏 （脳神経外科医：大分県スポーツ学会 顧問）

コメンテーター 増田 和茂 氏 （兵庫県障害者スポーツ協会  理事長）

●特別講演 14：25 ～ 15：15

なぜいま、ユニバーサルスポーツなのか
―発生をめぐる必然性とは― 増田 和茂 氏（兵庫県障害者スポーツ協会 理事長）

座長　堀川 裕二（日本卓球バレー連盟 会長）

● レッツ！チャレンジ！卓球バレー！ 実演！
13：30 ～ 14：10

コーディネーター　堀川 裕二（日本卓球バレー連盟 会長）

理事長 谷口 勇一（大分大学教育学部 教授）

大会長 堀川 裕二（日本卓球バレー連盟 会長）

会 場
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う
で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。現
在
、選

手
が
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
マ
ウ
ス

ガ
ー
ド
に
は
、ス
ポ
ー
ツ
店
等
で
売
ら
れ
て

い
る
市
販
の
マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
と
、歯
科
医
師

が
製
作
す
る
カ
ス
タ
ム
メ
イ
ド
マ
ウ
ス
ガ
ー

ド
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。市
販
の
マ
ウ
ス

ガ
ー
ド
は
、お
湯
で
軟
ら
か
く
し
た
材
料
を

選
手
自
身
が
口
の
な
か
で
成
形
す
る
も
の
で

非
常
に
簡
便
で
す
が
、適
合
性
が
悪
く
、マ
ウ

ス
ガ
ー
ド
と
し
て
十
分
な
効
果
を
発
揮
で
き

ま
せ
ん
。こ
れ
に
対
し
て

カ
ス
タ
ム
メ
イ
ド
の
マ

ウ
ス
ガ
ー
ド
は
、選
手
そ

れ
ぞ
れ
の
顎
模
型
を
使

用
し
て
製
作
す
る
た
め
、

大
変
フ
ィ
ッ
ト
感
の
良

い
も
の
と
な
り
ま
す
。

②
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
口
腔
健
康
管
理
サ
ポ
ー
ト 

　
む
し
歯
な
ど
の
歯
科
疾
患
は
ス
ポ
ー
ツ
選

手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
す
。口
腔
内
の
状
況
と
運
動
能
力
の
関

係
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
調
査
結
果
が
あ
り

ま
す
。

　
小
学
生
の
懸
垂
、
50
m
走
、走
り
幅
跳
び
、

ボ
ー
ル
投
げ
に
つ
い
て
、結
果
が
良
か
っ
た

グ
ル
ー
プ
と
悪
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
に

分
け
、調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、走
り
幅
跳
び
に

明
ら
か
な
差
が
あ
り
、治
療
し
て
い
な
い
む

し
歯
の
本
数
を
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、走
り

幅
跳
び
の
結
果
が
悪
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
む

し
歯
が
多
い
と
い
う
結
果
で
し
た
。同
様
に
、

陸
上
自
衛
隊
で
行
わ
れ
て
い
る
体
力
検
定

（
種
目
と
し
て
は
50
m
走
、1
5
0
0
m
走
、

屈
曲
懸
垂
、走
り
幅
跳
び
）の
結
果
と
歯
科
検

　

ス
ポ
ー
ツ
歯
科
医
学
と
聞
く
と
、マ
ウ
ス

ガ
ー
ド
製
作
が
メ
イ
ン
で
あ
っ
て
、ラ
グ

ビ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ン
タ
ク
ト
ス
ポ
ー

ツ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
が
少
な
く
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、野
球
や
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
や
テ
ニ
ス
な
ど
の
球
技
か
ら
、水
泳
、

空
手
、柔
道
に
至
る
ま
で
、あ
ら
ゆ
る
競
技
に

貢
献
で
き
、実
際
に
各
ジ
ャ
ン
ル
の
多
く
の

選
手
か
ら
歯
の
保
護
や
、噛
み
合
わ
せ
の
安

定
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
現
在
、世
界
的
に
様
々
な
研
究
が
行
な
わ

れ
て
い
ま
す
が
、明
ら
か
に
な
っ
た
理
論
や

成
果
は
ス
ポ
ー
ツ
に
限
ら
ず
、一
般
社
会
で

も
広
く
応
用
で
き
る
も
の
で
す
。こ
れ
か
ら

も
ス
ポ
ー
ツ
歯
科
医
学
の
有
用
性
を
伝
え
、

そ
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
デ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
役
割

①
マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
の
製
作

　
マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
は
ゴ
ム
状
の
弾
性
材
料
で

で
き
て
お
り
、2
〜
4
㎜ 

の
厚
さ
で
上
顎
の

歯
列
全
体
を
覆
う
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
ま

す
。 

そ
の
効
用
と
し
て
は
、外
か
ら
の
衝
撃

を
分
散
・
吸
収
し
た
り
鋭
利
な
歯
を
カ
バ
ー

す
る
こ
と
に
よ
る
口
の
ケ
ガ
の
軽
減
で
す
。

　
ま
た
、そ
れ
以
外
に
、マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
を
装

着
す
る
こ
と
に
よ
る
安
心
感
か
ら
プ
レ
ー
に

集
中
で
き
る
心
理
的
な
効
果
や
、首
を
保
定

し
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
脳
振
盪
の
軽
減
に

も
有
効
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
有
効
な
マ
ウ
ス

ガ
ー
ド
で
す
が
、全
て
の
マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
が
そ

診
の
結
果
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、 

1
5
0
0

m
走
以
外
全
て
の
種
目
で
明
ら
か
な
差
が
出

て
先
述
の
結
果
と
同
様
に〝
結
果
が
悪
か
っ
た

グ
ル
ー
プ
に
は
む
し
歯
が
多
い
〞こ
と
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、小
学
生
に
お
い
て
、食
べ
る
事
に
関

心
の
強
い
児
童
や
野
菜
を
多
く
食
べ
る
児
童

は
、「
噛
む
」力
も
強
く
運
動
能
力
も
高
か
っ

た
結
果
も
出
て
い
ま
す
。

　
運
動
能
力
の
優
れ
て
い
る
人
は
、【
む
し
歯

の
数
が
少
な
く
、よ
く
噛
め
る
】の
で
す
。実

は
、ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
口
腔
内
の
環
境
は
、そ

の
食
事
回
数
や
量
の
多
さ
、糖
分
の
多
い
ス

ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
の
頻
繁
な
摂
取
な
ど
に
よ

り
、大
変
厳
し
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。特
に
親

の
管
理
か
ら
離
れ
て
く
る
中
学
生
か
ら
む
し

歯
は
激
増
し
ま
す
。口
の
中
の
環
境
と
運
動

能
力
と
は
大
き
な
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
を
選
手
だ
け
で
は
な

く
、指
導
者
の
方
や
保
護
者
の
方
々
に
も

知
っ
て
頂
き
選
手
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
最

大
限
に
発
揮
さ
れ
、大
き
な
成
果
を
納
め
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
口
の
中
に
悩
み
が
あ
る
方
だ
け
で
な
く
、

元
気
で
健
康
に
生
き
る
こ
と
に
興
味
の
あ
る

方
は
、ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

九州歯科大学卒業。北九州市内の歯
科医院に勤務後、2010年にきし歯科
ファミリークリニック開設。2018年
歯科博士号取得。日本スポーツ協会
公認スポーツデンティスト。長年、陸
上競技・ラグビーなど多岐に渡った
スポーツ経験をもつ。児童から一般
成人までのスポーツ愛好者やアス
リート、また、生活の質の維持向上の
ためにスポーツを楽しむ年配者など
へ、自らの経験や学んだスポーツ歯
科医学を基に、幅広い見地からの歯
科的サポートを行なっている。

院長／岸 岳宏

〒870-0850
大分市賀来西1-12-3リンツガーデン内
℡.097-574-5500

きし歯科ファミリークリニック

運動能力を上げるなら、
まずは口内環境から

きし歯科ファミリークリニック

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
同

じ「
失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の
治
療
」の

一つ
で
す
が
、入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
比
較

し
て
、インプ
ラン
ト
は
技
術
を
必
要
と
す

る
治
療
で
は
あ
り
ま
す
。で
も
、決
し
て

「
特
殊
な
も
の
」で
は
な
く
、世
界
的
に

は
、と
て
も
ポ
ピュ
ラ
ー
な
治
療
方
法
と

なって
い
ま
す
。

　
し
か
し
現
在
、日
本
で
施
術
さ
れ
て
い

る
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
総
数
は
、韓
国
と
比

べ
て
も
10
分
の
1
程
度
で
す
し
、デンタル

I
Q
が
高
い
アメ
リ
カ
や
ヨ
ーロッパ
と
で

は
、比
較
に
す
ら
な
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
は
、失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の

治
療
と
し
て「
保
険
制
度
が
適
用
で
き

る・で
き
な
い
」と
い
う
点
だ
け
で
判
断
し

が
ち
な
こ
と
が
、こ
の
よ
う
な
意
識
の
差

を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
。そ
れ
が
、

失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
に
周
囲
の
歯
を
傷

つ
け
た
り
、口
腔
内
全
体
の
健
康
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
危
険
を
招
いて
い
る
こ
と
に

気
づいて
ほ
し
い
と
思って
い
ま
す
。

入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
治
療
の
場
合
は
？

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
の

治
療
は
、残
っ
て
い
る
歯（
残
存
歯
）に
負

担
を
か
け
ま
す
。そ
の
結
果
、残
存
歯
が

割
れ
る
、外
れ
る
、伸
び
て
く
る
、抜
け
る

な
ど
の
問
題
が
お
こ
る
場
合
が
多
々
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、ブ
リッ
ジ
の
場
合
、失
っ

た
歯
を
補
う
た
め
に
、そ
の
両
隣
の
健
康

な
歯
を
削
っ
た
り
抜
い
た
り
し
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は「
健
康
な
歯
を
健
康

な
ま
ま
残
す
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
―（
岸
院
長
） 

そ
う
で
す
。他
の

歯
に
負
担
を
か
け
ず
、失
っ
た
歯
の
ス

ペ
ー
ス
だ
け
で
治
療
を
完
結
さ
せ
る

こ
と
は
口
腔
内
全
体
の
健
康
レベル

を
維
持
し
守
る
こ
と
に
繋
が
り
ま

す
。何
度
も
言
い
ま
す
が
、当
院
で
は

「
失
っ
た
歯
の
治
療
の
た
め
に
他
の

歯
を
傷
つ
け
な
い
」「
健
康
な
歯
を

健
康
な
ま
ま
残
す
」こ
と
を
重
視
し

て
い
ま
す
。

歯
を
失
う
大
き
な
要
因
は
？

―
―（
岸
院
長
）歯
を
失
う
原
因
の

ほ
と
ん
ど
は
、「
歯
周
病
」と「
む
し

歯
」で
す
が
、現
在
、統
計
的
に
増
え

て
き
て
い
る
の
が
歯
根
破
折
で
す
。

あ
ま
り
聞
か
れ
た
こ
と
が
な
い
と
思

い
ま
す
が
、こ
れ
が
原
因
で
多
く
の

歯
が
駄
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。む
し
歯

で
神
経
ま
で
細
菌
が
入
っ
て
し
ま
っ

た
歯
は
、神
経
の
あ
る
歯
に
比
べて
も

ろ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
た
め
、硬
い
も
の
を
咬
ん
だ
り
、歯

ぎ
し
り
を
し
た
り
咬
む
力
が
強
い
人

に
多
く
起
こ
り
や
す
い
で
す
。

　
ま
た
、ま
れ
に
神
経
の
あ
る
歯
で

も
表
面
か
ら
少
し
ず
つ「
ひ
び
」が
入

り
、あ
る
時
む
し
歯
の
よ
う
な
痛
み

が
出
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
ひ
び
」

は
レン
ト
ゲ
ン
に
も
映
っ
て
こ
な
い
こ

と
が
多
い
た
め
診
断
が
難
し
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ブ
リッ
ジ
を

支
え
る
歯
に
は
過
大
な
咬
合
力
が

加
わ
る
の
で
、歯
根
破
折
し
や
す
い

の
で
す
。

年
齢
制
限
や
歯
周
病
な
ど
治
療
す

る
上
で
制
限
は
あ
り
ま
す
か
?

―
―（
岸
院
長
）年
齢
制
限
に
は
、下

限
は
あ
る
も
の
の
上
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。成
長
期
が
終
わ
れ
ば
ど
な
た

で
も
可
能
で
す
。高
齢
者
で
あ
っ
て

も
、精
密
検
査
で
特
に
顎
の
骨
や
周

辺
組
織
に
問
題
の
無
い
状
態
で
あ

る
こ
と
と
、健
康
状
態
が
良
好
で
あ

れ
ば
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
を
受
け
ら

れ
ま
す
。高
齢
者
の
インプ
ラン
ト
本

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、持

病・服
薬
と
い
う
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
前

に
インプ
ラン
ト
を
し
た
い
方
は
、治
療
を

開
始
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。歯

周
病
の
方
に
つ
い
て
は
、ま
ず
歯
周
病
の

治
療
を
終
え
て
か
ら
、と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

副
院
長
は
矯
正
治
療
を
担
当
し
て
る
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。

―
―（
岸
副
院
長
）「
ワ
イ
ヤ
ー
矯
正
」や

「
マ
ウ
ス
ピ
ース
型
装
置
」を
用
い
た
矯
正

治
療
を
当
院
は
幅
広
い
年
齢
層
に
行
っ

て
い
ま
す
。院
長
に
インプ
ラン
ト
を
埋
入

し
て
も
ら
い
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
アン
カ
ー

に
し
た
矯
正
治
療
を
行
う
場
合
や
矯
正

治
療
を
し
た
後
に
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
埋

入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。最
新
の
院

内
設
備・機
器
と
技
術
、経
験
を
元
に
綿

密
に
治
療
計
画
を
立
て
て
、む
し
歯
治

療・審
美
歯
科
治
療・歯
周
病
治
療・矯

正
治
療・イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
な
ど 

様
々

な
治
療
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
歯

科
治
療
を
行
って
い
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
治
療
期
間
は
ど
の
く
ら

い
で
す
か
？

―
―（
岸
院
長
）当
院
は
患
者
さ
ん
の
負

担
を
で
き
る
だ
け
減
ら
そ
う
と
、「
抜
歯

即
時
埋
入
法
」と
い
う
手
術
法
を
採
用

し
て
お
り
、約
3
カ
月
で
完
了
し
ま
す
。

「
抜
歯
即
時
埋
入
法
」で
は
、抜
歯
を
し

た
時
に
で
き
る
穴
を
利
用
し
て
イ
ン
プ
ラ

ン
ト
体
を
埋
入
し
ま
す
。手
術
の
回
数
が

1
回
で
済
む
た
め
、従
来
の
方
法
と
比
べ

て
治
療
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
望
め

る
の
が
特
徴
で
す
し
、侵
襲
が
少
な
い
た

め
痛
み
や
腫
れ
も
少
な
い
で
す
。ま
た
、

前
歯
を
失
っ
た
方
は
見
た
目
も
気
に
さ

れ
ま
す
の
で
、当
日
に
仮
歯
を
入
れ
ら
れ

る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。患
者
さ

ん
の
心
身
の
負
担
を
減
ら
し
、生
活
の
質

を
下
げ
る
こ
と
な

く
時
間
を
有
効

活
用
で
き
る「
抜

歯
即
時
埋
入
法
」

を
、当
院
で
は
欠

損
歯
の
治
療
の
第

一
選
択
肢
と
し
て

考
え
て
い
ま
す
。

メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス（
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
）に
つ
い

て
の
考
え
方
は
？

―
―（
岸
院
長
）基
本
的
に
3
カ
月
に一度

メ
イン
テ
ナンス
に
通
って
い
た
だ
き
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
人
工
物
な
の
で
む
し
歯

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、イン
プ
ラン
ト
周
囲

炎
と
い
う
歯
周
病
と
同
じ
よ

う
な
病
態
に
は
な
り
ま

す
。イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を

長
期
的
に
健
康
な

状
態
を
保
つ
た
め

に
、当
院
で
は
、イン

プ
ラ
ン
ト
、天
然
歯

を
含
め
た
、メ
イ
ン

テ
ナンス
プロ
グ
ラム
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こ
う
ご
う

を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
安
心
く
だ

さ
い
。

最
後
に

―
―（
岸
院
長
）「
医
師
は
人
の
命
を
救

う
、歯
科
医
師
は
人
の
人
生
を
救
う
」と

い
う
、歯
科
大
学
生
時
代
の
大
先
輩
の
言

葉
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。そ
の
言
葉
通

り
、歯
科
医
療
は
、審
美
面
や
咬
合
・
顔

貌
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、人
生
を
変
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
思
って
い
ま
す
。

　
当
院
は
、単
な
る
歯
の
治
療
を
超
え

て
、患
者
さ
ん
の
全
人
的
な
健
康
を
追
求

す
る
健
康
創
造
型
歯
科
医
院
で
す
。多
く

の
歯
科
医
院
の
中
か
ら
当
院
を
選
ん
で

い
た
だ
き
、継
続
し
て
通
院
し
て
い
た
だ

いて
い
る
皆
さ
ん
の
力
に
な
り
た
い
し
、未

来
を
よ
り
良
く
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、

ス
タッ
フ一
丸
と
な
っ
て
、知
識
と
技
術
の

習
得
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。イン
プ
ラ
ン

ト
治
療
を
希
望
さ
れ
る
方
だ
け
で
な
く
、

子
育
て
世
代
の
皆
さ
ん
や
妊
婦
さ
ん
、歯

が
生
え
る
前
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
ご
高
齢
の

方
ま
で
家
族
み
ん
な
で
通
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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ぼ
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安心して施術を受けていただくため、
チーム一丸となって治療を行う。
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岸院長と岸副院長。それぞれの専門分
野を生かした歯科治療で、地域の医
療に努めている。

十分な研修を積んだ歯科衛生士がメイン
テナンスを担当している。
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イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
同

じ「
失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の
治
療
」の

一つ
で
す
が
、入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
比
較

し
て
、インプ
ラン
ト
は
技
術
を
必
要
と
す

る
治
療
で
は
あ
り
ま
す
。で
も
、決
し
て

「
特
殊
な
も
の
」で
は
な
く
、世
界
的
に

は
、と
て
も
ポ
ピュ
ラ
ー
な
治
療
方
法
と

なって
い
ま
す
。

　
し
か
し
現
在
、日
本
で
施
術
さ
れ
て
い

る
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
総
数
は
、韓
国
と
比

べ
て
も
10
分
の
1
程
度
で
す
し
、デンタル

I
Q
が
高
い
アメ
リ
カ
や
ヨ
ーロッパ
と
で

は
、比
較
に
す
ら
な
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
は
、失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の

治
療
と
し
て「
保
険
制
度
が
適
用
で
き

る・で
き
な
い
」と
い
う
点
だ
け
で
判
断
し

が
ち
な
こ
と
が
、こ
の
よ
う
な
意
識
の
差

を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
。そ
れ
が
、

失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
に
周
囲
の
歯
を
傷

つ
け
た
り
、口
腔
内
全
体
の
健
康
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
危
険
を
招
いて
い
る
こ
と
に

気
づいて
ほ
し
い
と
思って
い
ま
す
。

入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
治
療
の
場
合
は
？

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
の

治
療
は
、残
っ
て
い
る
歯（
残
存
歯
）に
負

担
を
か
け
ま
す
。そ
の
結
果
、残
存
歯
が

割
れ
る
、外
れ
る
、伸
び
て
く
る
、抜
け
る

な
ど
の
問
題
が
お
こ
る
場
合
が
多
々
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、ブ
リッ
ジ
の
場
合
、失
っ

た
歯
を
補
う
た
め
に
、そ
の
両
隣
の
健
康

な
歯
を
削
っ
た
り
抜
い
た
り
し
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は「
健
康
な
歯
を
健
康

な
ま
ま
残
す
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
―（
岸
院
長
） 

そ
う
で
す
。他
の

歯
に
負
担
を
か
け
ず
、失
っ
た
歯
の
ス

ペ
ー
ス
だ
け
で
治
療
を
完
結
さ
せ
る

こ
と
は
口
腔
内
全
体
の
健
康
レベル

を
維
持
し
守
る
こ
と
に
繋
が
り
ま

す
。何
度
も
言
い
ま
す
が
、当
院
で
は

「
失
っ
た
歯
の
治
療
の
た
め
に
他
の

歯
を
傷
つ
け
な
い
」「
健
康
な
歯
を

健
康
な
ま
ま
残
す
」こ
と
を
重
視
し

て
い
ま
す
。

歯
を
失
う
大
き
な
要
因
は
？

―
―（
岸
院
長
）歯
を
失
う
原
因
の

ほ
と
ん
ど
は
、「
歯
周
病
」と「
む
し

歯
」で
す
が
、現
在
、統
計
的
に
増
え

て
き
て
い
る
の
が
歯
根
破
折
で
す
。

あ
ま
り
聞
か
れ
た
こ
と
が
な
い
と
思

い
ま
す
が
、こ
れ
が
原
因
で
多
く
の

歯
が
駄
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。む
し
歯

で
神
経
ま
で
細
菌
が
入
っ
て
し
ま
っ

た
歯
は
、神
経
の
あ
る
歯
に
比
べて
も

ろ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
た
め
、硬
い
も
の
を
咬
ん
だ
り
、歯

ぎ
し
り
を
し
た
り
咬
む
力
が
強
い
人

に
多
く
起
こ
り
や
す
い
で
す
。

　
ま
た
、ま
れ
に
神
経
の
あ
る
歯
で

も
表
面
か
ら
少
し
ず
つ「
ひ
び
」が
入

り
、あ
る
時
む
し
歯
の
よ
う
な
痛
み

が
出
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
ひ
び
」

は
レン
ト
ゲ
ン
に
も
映
っ
て
こ
な
い
こ

と
が
多
い
た
め
診
断
が
難
し
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ブ
リッ
ジ
を

支
え
る
歯
に
は
過
大
な
咬
合
力
が

加
わ
る
の
で
、歯
根
破
折
し
や
す
い

の
で
す
。

年
齢
制
限
や
歯
周
病
な
ど
治
療
す

る
上
で
制
限
は
あ
り
ま
す
か
?

―
―（
岸
院
長
）年
齢
制
限
に
は
、下

限
は
あ
る
も
の
の
上
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。成
長
期
が
終
わ
れ
ば
ど
な
た

で
も
可
能
で
す
。高
齢
者
で
あ
っ
て

も
、精
密
検
査
で
特
に
顎
の
骨
や
周

辺
組
織
に
問
題
の
無
い
状
態
で
あ

る
こ
と
と
、健
康
状
態
が
良
好
で
あ

れ
ば
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
を
受
け
ら

れ
ま
す
。高
齢
者
の
インプ
ラン
ト
本

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、持

病・服
薬
と
い
う
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
前

に
インプ
ラン
ト
を
し
た
い
方
は
、治
療
を

開
始
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。歯

周
病
の
方
に
つ
い
て
は
、ま
ず
歯
周
病
の

治
療
を
終
え
て
か
ら
、と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

副
院
長
は
矯
正
治
療
を
担
当
し
て
る
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。

―
―（
岸
副
院
長
）「
ワ
イ
ヤ
ー
矯
正
」や

「
マ
ウ
ス
ピ
ース
型
装
置
」を
用
い
た
矯
正

治
療
を
当
院
は
幅
広
い
年
齢
層
に
行
っ

て
い
ま
す
。院
長
に
インプ
ラン
ト
を
埋
入

し
て
も
ら
い
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
アン
カ
ー

に
し
た
矯
正
治
療
を
行
う
場
合
や
矯
正

治
療
を
し
た
後
に
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
埋

入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。最
新
の
院

内
設
備・機
器
と
技
術
、経
験
を
元
に
綿

密
に
治
療
計
画
を
立
て
て
、む
し
歯
治

療・審
美
歯
科
治
療・歯
周
病
治
療・矯

正
治
療・イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
な
ど 

様
々

な
治
療
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
歯

科
治
療
を
行
って
い
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
治
療
期
間
は
ど
の
く
ら

い
で
す
か
？

―
―（
岸
院
長
）当
院
は
患
者
さ
ん
の
負

担
を
で
き
る
だ
け
減
ら
そ
う
と
、「
抜
歯

即
時
埋
入
法
」と
い
う
手
術
法
を
採
用

し
て
お
り
、約
3
カ
月
で
完
了
し
ま
す
。

「
抜
歯
即
時
埋
入
法
」で
は
、抜
歯
を
し

た
時
に
で
き
る
穴
を
利
用
し
て
イ
ン
プ
ラ

ン
ト
体
を
埋
入
し
ま
す
。手
術
の
回
数
が

1
回
で
済
む
た
め
、従
来
の
方
法
と
比
べ

て
治
療
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
望
め

る
の
が
特
徴
で
す
し
、侵
襲
が
少
な
い
た

め
痛
み
や
腫
れ
も
少
な
い
で
す
。ま
た
、

前
歯
を
失
っ
た
方
は
見
た
目
も
気
に
さ

れ
ま
す
の
で
、当
日
に
仮
歯
を
入
れ
ら
れ

る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。患
者
さ

ん
の
心
身
の
負
担
を
減
ら
し
、生
活
の
質

を
下
げ
る
こ
と
な

く
時
間
を
有
効

活
用
で
き
る「
抜

歯
即
時
埋
入
法
」

を
、当
院
で
は
欠

損
歯
の
治
療
の
第

一
選
択
肢
と
し
て

考
え
て
い
ま
す
。

メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス（
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
）に
つ
い

て
の
考
え
方
は
？

―
―（
岸
院
長
）基
本
的
に
3
カ
月
に一度

メ
イン
テ
ナンス
に
通
って
い
た
だ
き
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
人
工
物
な
の
で
む
し
歯

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、イン
プ
ラン
ト
周
囲

炎
と
い
う
歯
周
病
と
同
じ
よ

う
な
病
態
に
は
な
り
ま

す
。イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を

長
期
的
に
健
康
な

状
態
を
保
つ
た
め

に
、当
院
で
は
、イン

プ
ラ
ン
ト
、天
然
歯

を
含
め
た
、メ
イ
ン

テ
ナンス
プロ
グ
ラム

O t o n a  n o  i m i t a s  特 別 編

イ
ン
プ
ラ
ン
ト

医
療
法
人 

き
し
歯
科

フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

医療法人 
きし歯科ファミリークリニック
理事長・院長

歯学博士
厚生労働省認定臨床研修指導歯科医師
日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト
大分県スポーツ学会理事
九州歯科大学卒業

岸 岳宏さん
きし　 たけひろ

岸 嘉子さん

医療法人 
きし歯科ファミリークリニック
副院長

日本歯科麻酔学会認定医
インビザライン矯正認定医
WDC会員
九州歯科大学卒業

きし    よしこ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　   

し
こ
ん
は
せつ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　   

　
　
　
　 

こ
う
ご
う

を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
安
心
く
だ

さ
い
。

最
後
に

―
―（
岸
院
長
）「
医
師
は
人
の
命
を
救

う
、歯
科
医
師
は
人
の
人
生
を
救
う
」と

い
う
、歯
科
大
学
生
時
代
の
大
先
輩
の
言

葉
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。そ
の
言
葉
通

り
、歯
科
医
療
は
、審
美
面
や
咬
合
・
顔

貌
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、人
生
を
変
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
思
って
い
ま
す
。

　
当
院
は
、単
な
る
歯
の
治
療
を
超
え

て
、患
者
さ
ん
の
全
人
的
な
健
康
を
追
求

す
る
健
康
創
造
型
歯
科
医
院
で
す
。多
く

の
歯
科
医
院
の
中
か
ら
当
院
を
選
ん
で

い
た
だ
き
、継
続
し
て
通
院
し
て
い
た
だ

いて
い
る
皆
さ
ん
の
力
に
な
り
た
い
し
、未

来
を
よ
り
良
く
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、

ス
タッ
フ一
丸
と
な
っ
て
、知
識
と
技
術
の

習
得
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。イン
プ
ラ
ン

ト
治
療
を
希
望
さ
れ
る
方
だ
け
で
な
く
、

子
育
て
世
代
の
皆
さ
ん
や
妊
婦
さ
ん
、歯

が
生
え
る
前
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
ご
高
齢
の

方
ま
で
家
族
み
ん
な
で
通
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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が
ん

ぼ
う

安心して施術を受けていただくため、
チーム一丸となって治療を行う。

インプラントの基本構造。インプラントは、
インプラント体・アバットメント・上部構造
の3つのパーツによって構成されている。

岸院長と岸副院長。それぞれの専門分
野を生かした歯科治療で、地域の医
療に努めている。

十分な研修を積んだ歯科衛生士がメイン
テナンスを担当している。

ホームページ
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〒870-0850 
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リンツガーデンウォーク内
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イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
同

じ「
失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の
治
療
」の

一つ
で
す
が
、入
れ
歯
や
ブ
リッ
ジ
と
比
較

し
て
、インプ
ラン
ト
は
技
術
を
必
要
と
す

る
治
療
で
は
あ
り
ま
す
。で
も
、決
し
て

「
特
殊
な
も
の
」で
は
な
く
、世
界
的
に

は
、と
て
も
ポ
ピュ
ラ
ー
な
治
療
方
法
と

なって
い
ま
す
。

　
し
か
し
現
在
、日
本
で
施
術
さ
れ
て
い

る
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
総
数
は
、韓
国
と
比

べ
て
も
10
分
の
1
程
度
で
す
し
、デンタル

I
Q
が
高
い
アメ
リ
カ
や
ヨ
ーロッパ
と
で

は
、比
較
に
す
ら
な
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
で
は
、失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
の

治
療
と
し
て「
保
険
制
度
が
適
用
で
き

る・で
き
な
い
」と
い
う
点
だ
け
で
判
断
し

が
ち
な
こ
と
が
、こ
の
よ
う
な
意
識
の
差

を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
。そ
れ
が
、

失
っ
た
歯
を
補
う
た
め
に
周
囲
の
歯
を
傷

つ
け
た
り
、口
腔
内
全
体
の
健
康
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
危
険
を
招
いて
い
る
こ
と
に

気
づいて
ほ
し
い
と
思って
い
ま
す
。

入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
治
療
の
場
合
は
？

―
―（
岸
院
長
）入
れ
歯
や
ブ
リ
ッ
ジ
の

治
療
は
、残
っ
て
い
る
歯（
残
存
歯
）に
負

担
を
か
け
ま
す
。そ
の
結
果
、残
存
歯
が

割
れ
る
、外
れ
る
、伸
び
て
く
る
、抜
け
る

な
ど
の
問
題
が
お
こ
る
場
合
が
多
々
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、ブ
リッ
ジ
の
場
合
、失
っ

た
歯
を
補
う
た
め
に
、そ
の
両
隣
の
健
康

な
歯
を
削
っ
た
り
抜
い
た
り
し
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は「
健
康
な
歯
を
健
康

な
ま
ま
残
す
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
―（
岸
院
長
） 

そ
う
で
す
。他
の

歯
に
負
担
を
か
け
ず
、失
っ
た
歯
の
ス

ペ
ー
ス
だ
け
で
治
療
を
完
結
さ
せ
る

こ
と
は
口
腔
内
全
体
の
健
康
レベル

を
維
持
し
守
る
こ
と
に
繋
が
り
ま

す
。何
度
も
言
い
ま
す
が
、当
院
で
は

「
失
っ
た
歯
の
治
療
の
た
め
に
他
の

歯
を
傷
つ
け
な
い
」「
健
康
な
歯
を

健
康
な
ま
ま
残
す
」こ
と
を
重
視
し

て
い
ま
す
。

歯
を
失
う
大
き
な
要
因
は
？

―
―（
岸
院
長
）歯
を
失
う
原
因
の

ほ
と
ん
ど
は
、「
歯
周
病
」と「
む
し

歯
」で
す
が
、現
在
、統
計
的
に
増
え

て
き
て
い
る
の
が
歯
根
破
折
で
す
。

あ
ま
り
聞
か
れ
た
こ
と
が
な
い
と
思

い
ま
す
が
、こ
れ
が
原
因
で
多
く
の

歯
が
駄
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。む
し
歯

で
神
経
ま
で
細
菌
が
入
っ
て
し
ま
っ

た
歯
は
、神
経
の
あ
る
歯
に
比
べて
も

ろ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
た
め
、硬
い
も
の
を
咬
ん
だ
り
、歯

ぎ
し
り
を
し
た
り
咬
む
力
が
強
い
人

に
多
く
起
こ
り
や
す
い
で
す
。

　
ま
た
、ま
れ
に
神
経
の
あ
る
歯
で

も
表
面
か
ら
少
し
ず
つ「
ひ
び
」が
入

り
、あ
る
時
む
し
歯
の
よ
う
な
痛
み

が
出
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
ひ
び
」

は
レン
ト
ゲ
ン
に
も
映
っ
て
こ
な
い
こ

と
が
多
い
た
め
診
断
が
難
し
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、ブ
リッ
ジ
を

支
え
る
歯
に
は
過
大
な
咬
合
力
が

加
わ
る
の
で
、歯
根
破
折
し
や
す
い

の
で
す
。

年
齢
制
限
や
歯
周
病
な
ど
治
療
す

る
上
で
制
限
は
あ
り
ま
す
か
?

―
―（
岸
院
長
）年
齢
制
限
に
は
、下

限
は
あ
る
も
の
の
上
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。成
長
期
が
終
わ
れ
ば
ど
な
た

で
も
可
能
で
す
。高
齢
者
で
あ
っ
て

も
、精
密
検
査
で
特
に
顎
の
骨
や
周

辺
組
織
に
問
題
の
無
い
状
態
で
あ

る
こ
と
と
、健
康
状
態
が
良
好
で
あ

れ
ば
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
を
受
け
ら

れ
ま
す
。高
齢
者
の
インプ
ラン
ト
本

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、持

病・服
薬
と
い
う
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
前

に
インプ
ラン
ト
を
し
た
い
方
は
、治
療
を

開
始
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。歯

周
病
の
方
に
つ
い
て
は
、ま
ず
歯
周
病
の

治
療
を
終
え
て
か
ら
、と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

副
院
長
は
矯
正
治
療
を
担
当
し
て
る
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。

―
―（
岸
副
院
長
）「
ワ
イ
ヤ
ー
矯
正
」や

「
マ
ウ
ス
ピ
ース
型
装
置
」を
用
い
た
矯
正

治
療
を
当
院
は
幅
広
い
年
齢
層
に
行
っ

て
い
ま
す
。院
長
に
インプ
ラン
ト
を
埋
入

し
て
も
ら
い
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
アン
カ
ー

に
し
た
矯
正
治
療
を
行
う
場
合
や
矯
正

治
療
を
し
た
後
に
、イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
埋

入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。最
新
の
院

内
設
備・機
器
と
技
術
、経
験
を
元
に
綿

密
に
治
療
計
画
を
立
て
て
、む
し
歯
治

療・審
美
歯
科
治
療・歯
周
病
治
療・矯

正
治
療・イ
ン
プ
ラ
ン
ト
治
療
な
ど 

様
々

な
治
療
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
歯

科
治
療
を
行
って
い
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
治
療
期
間
は
ど
の
く
ら

い
で
す
か
？

―
―（
岸
院
長
）当
院
は
患
者
さ
ん
の
負

担
を
で
き
る
だ
け
減
ら
そ
う
と
、「
抜
歯

即
時
埋
入
法
」と
い
う
手
術
法
を
採
用

し
て
お
り
、約
3
カ
月
で
完
了
し
ま
す
。

「
抜
歯
即
時
埋
入
法
」で
は
、抜
歯
を
し

た
時
に
で
き
る
穴
を
利
用
し
て
イ
ン
プ
ラ

ン
ト
体
を
埋
入
し
ま
す
。手
術
の
回
数
が

1
回
で
済
む
た
め
、従
来
の
方
法
と
比
べ

て
治
療
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
望
め

る
の
が
特
徴
で
す
し
、侵
襲
が
少
な
い
た

め
痛
み
や
腫
れ
も
少
な
い
で
す
。ま
た
、

前
歯
を
失
っ
た
方
は
見
た
目
も
気
に
さ

れ
ま
す
の
で
、当
日
に
仮
歯
を
入
れ
ら
れ

る
の
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。患
者
さ

ん
の
心
身
の
負
担
を
減
ら
し
、生
活
の
質

を
下
げ
る
こ
と
な

く
時
間
を
有
効

活
用
で
き
る「
抜

歯
即
時
埋
入
法
」

を
、当
院
で
は
欠

損
歯
の
治
療
の
第

一
選
択
肢
と
し
て

考
え
て
い
ま
す
。

メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス（
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
）に
つ
い

て
の
考
え
方
は
？

―
―（
岸
院
長
）基
本
的
に
3
カ
月
に一度

メ
イン
テ
ナンス
に
通
って
い
た
だ
き
ま
す
。

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
人
工
物
な
の
で
む
し
歯

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、イン
プ
ラン
ト
周
囲

炎
と
い
う
歯
周
病
と
同
じ
よ

う
な
病
態
に
は
な
り
ま

す
。イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を

長
期
的
に
健
康
な

状
態
を
保
つ
た
め

に
、当
院
で
は
、イン

プ
ラ
ン
ト
、天
然
歯

を
含
め
た
、メ
イ
ン

テ
ナンス
プロ
グ
ラム

O t o n a  n o  i m i t a s  特 別 編
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土・日・祝日も
診療を行っています。

〒870-0165

大分市明野北1-1-11

TEL 556-1311　

FAX 556-1375

大分スポーツリハビリテーションセンター

ＯＳＲ（厚生労働大臣　認定　指定運動療法施設）

(医)大場整形外科
院長　大場　俊二

整形外科
スポーツ整形外科・リハビリテーション科

● 品名広告A4half版（120×180mm）モノクロ

● 効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の注意等については
　 電子化された添付文書をご参照ください。

2022年6月作成

薬価基準収載

文献請求先及び問い合わせ先： お客様相談室
〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
TEL. 0120-381332　FAX.（03）5293-1723
受付時間／9：00－17：50（土日・祝日・会社休日を除く）
URL： https://www.hisamitsu.co.jp/medical/index.html

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
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レセコン使わず手軽にタブレットで検査入力

プラークチャートも簡単タッチ入力で業務記録も

検査表比較で患者さんとのコミュニケーションアップ

歯周検査アプリ

「プレシオポケット」

弊社レセコンと連携するとさらに効率アップ

好評発売中！！

お問合わせ先
テレビ宮崎グループ

株式会社システム開発 大分支社
〒870-0025

大分市顕徳町1丁目14-1河邉ビル103

TEL097-538-6163

１

３

２

３

４
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57スポーツ 　第９号 2024.3

第14回学術大会　



「県内どこでも！健康づくり！」 

「県内すべての市町村にある総合型地域スポーツクラブ」
 

子どもから高齢者まで、障害のあるなし関わらず楽しめるユニバーサルスポーツ

大分県卓球バレー協会
事務局

〒８７３－０５０１ 大分県国東市北江３３４３－１
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９７８－７５－４０２７ Ｅ-ｍａｉｌ makk2014@yahoo.co.jp

卓球バレー
興味のある方はぜひご連絡ください。
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１．投稿資格
　「スポーツおおいた」は、一般社団法人大分県スポー
ツ学会の機関誌であり、県民の健康とスポーツ振興に関
する研究発表とスポーツ全分野の方々の情報交換と人材
育成を目的とする学術誌であると同時に連絡誌を兼ね
る。本誌への投稿論文の主著者（筆頭筆者）は、本学会
の会員に限る。よって、非学会員が本学会誌に投稿する
場合は、年度会費3,000円を納入の上学会員となった上
で投稿が可能となる。または、本誌への投稿論文の主著
者（筆頭筆者）は、本学会員に限らず、どなたでも投稿
が可能である。但し、後者の場合は後記４の「費用」を
参照されたい。

２．原稿種類と審査
１）原稿に用いる言語は原則として、和文とする。但し、

編集委員会が認めた場合は、この限りではない。
２）原稿の種類は原則として、スポーツ及び人々の健康

増進に関連する研究領域における「総説」、「原著」、
「研究資料」、「活動報告」、「随想」、「書評」、「グラ
ビア」、「学術大会記録」、「フォーラム記録」、「役員
会記録」、「総会議決事項」、「名簿」等とし、完結し
たものに限る。また、他誌に未投稿、未発表のもの
とする。なお、上記のうち「総説」、「原著」、「研究
資料」は、編集委員会が依頼する複数の査読者によ
る審査を経た学術論文と位置付ける。

３）原稿の定義は以下の通りである。
（１）「総説」とは、スポーツならびに健康増進に関す

る知見等を対象とした研究領域に関わる特定の
テーマを、文献レビューなどに基づいて大局的か
つ客観的に総括したもの。

（２）「原著」とは、客観性・倫理性・普遍性を備えた
学術的価値の高い内容をもつオリジナルな研究成
果をまとめたもの。

（３）「研究資料」とは、学術的な資料性が高い研究成
果などで、客観性・臨時性・普遍性などに検討の
余地が残されているものの、速報性等があり公表
する価値が認められるもの。

（４）「活動報告」とは、実践的な事例調査をまとめた
研究成果などで、客観性・倫理性・普遍性などに
検討の余地が残されているものの、速報性があり
公表する価値が認められるもの。

（５）「随想」とは、スポーツ等活動において体験・経
験してきた「所見」や「感想」をまとめたもの。「エッ
セイ」として認識しても可とする。

（６）「書評」とは、スポーツや健康領域における新刊
等を紹介するもの。

（７）「グラビア」とは、スポーツに係る写真、絵画。

４）原稿の分量は、原則として、「総説」、「原著」、「研究
資料」、「活動報告」については刷り上がり10ページ
以内、そのほかの原稿種類については、４ページ以
内とする（１ページは約2600字に相当）。ただし、や
むを得ない場合には規定ページ数の1.5倍まで認める。

５）原稿の採否および掲載時期については、編集委員会
が最終的な決定を行う。なお、「学術論文」の採否
については、査読者による審査結果に基づく。

６）本学会誌には「フォーラム」ならびに「学術大会」
の報告記を掲載する。報告に当たっては、原則とし
て編集委員が見開き「フォーラム」２頁、「学術大会」
４頁の分量にて作成し、掲載することとする。

３．原稿の提出
１）投稿にあたっては、可能な限りE-mailを利用して

行うものとする。その際、原稿および図表は、
Microsoft社のWordを使用し、下記２に従い文書化
したファイルを添付送信する（図表はWord上に貼
り付けた状態）。なお、郵送により投稿する場合は、
オリジナル原稿とそのコピー３部を提出する。

２）提出先は、別途これを定める。
３）原稿および図表等は原則として返却しない。
４）本誌に掲載された論文の著作権は、大分県スポーツ

学会に属する。
５）投稿の受付期間については、毎年４月～９月末日と

する。その後、査読審査等を経て掲載が決定次第、「受
理証明書」を投稿者に送付する。本誌の刊行は、毎
年度１回発刊される。

４．費用
１）本学会員における掲載料（審査料）は無料とする。

但し、非学会員が投稿するにあたっては、投稿料（審
査料）として3,000円を徴収する。「総説」、「原著」、「研
究資料」の増ページは、１ページあたり1,000円を
加算する。カラー写真等の使用については実費を加
算し、１ページあたり5,000円とする。別刷が必要
な場合は、別途、実費を徴収することとなる。

５．原稿送付先（2024年４月～）
〒874-8501　大分県別府市北石垣82
別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科　
平川史子
電話：0977-86-6714
E-mail：fumihira@nm.beppu-u.ac.jp

６．附則
この規定は、平成27年12月１日に制定
この規定は、令和３年４月６日に改訂
この規定は、令和４年２月１日に改訂
この規定は、令和５年６月18日に改訂

「スポーツおおいた」投稿規定
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１．原稿の作成
１）原稿は、原則としてワードプロセッサーなどを使用し、

下記に従って作成すること。
（１）用紙はA４判を縦長に使用し、横書きで作成する

こと。
（２）様式は、和文の場合には１ページに800字詰め（25字

×32行）、また、それぞれ左30mm、右30mm、上下
30mmの余白を残すこと。

（３）欧文、数字、小数点、および斜線（/）は半角文
字を使用すること。

（４）句読点は、マル（。）およびテン（、）を使用する
こと。

２）手書きで原稿を作成する場合は、400字詰め原稿用紙
（20字×20行）を用いること。

２．原稿の体裁
１）最初のページには、「１．表題」、「２．著者名」、「３．

所属」、「４．ランニングタイトル（25字以内）」、「５．
原稿の枚数」、「６．図・表の枚数」、「７．投稿責任
者の連絡先（氏名、所属、郵便番号、住所、電話番号、
ファックス番号、電子メールアドレス）を記す。

２）学術論文（「総説」、「原著」、「研究資料」）においては、
原稿の最初に【要約】（和文500文字程度）と【キーワー
ド】を３～６つ程度記す。なお、学術論文以外の種類
の類に【要約】ならびに【キーワード】の必要はない。

３）本文頁には、本文・註・文献などを記入する。なお、
本文の作成にあたっては以下の点に留意すること。

（１）本文の中心下に頁番号を記入する。
（２）本文の左側に、可能な限り、行番号を記入する。
（３）和文原稿では必要以上の専門外来語の使用を控える。

用いる場合は、片仮名書きとする。
（４）見出し記号を用いる際は、大見出しから順に、１．、

２．・・・、１）、２）・・・、（１）、（２）・・・、
①、②・・・、とする。

（５）本文中の文献表記は、引用箇所の後に、１）、２）３）

４）、５-７）のように、上付きにする。註を付ける場
合も同様とする。

（６）本文中に図表の挿入箇所を朱筆によって明示する。
（７）謝辞、および付記は受理（掲載決定）の段階でつ

けることとする。
（８）註もしくは注は、本文の末尾と文献の間に、註１）、

註２）・・・（もしくは、注１、注２）というよう
に番号順に一括して記載する。

（９）文献は、筆頭筆者の姓のアルファベット順に並べ
るか、ないしは引用順に、１）、２）、３）・・・
と通し番号を付ける。

（10）文献の記載方法は以下を参考にする。
＜学術誌・雑誌の場合＞

著者名（西暦年号）、論文タイトル．雑誌名、巻（号）：
始頁―終頁（引用頁）．
【例】

１）稲垣　敦・松浦義行（1991）短距離走の動作
に関する経験的知識の研究．体育学研究、36
（２）：105-126（pp.107-110）．←引用ペー
ジが明確な場合は記す。

＜単著（書籍）の場合＞
著者名（西暦年号）書籍タイトル．出版社名：引用
ページ．
【例】

２）荒井貞光（1987）コートの外より愛をこめ―
スポーツ空間の人間学．遊戯社：p.56．

＜先に引用した文献の違う箇所を引用した場合＞
【例】

３）同上書２）pp.111-120．
＜共著書（書籍）の場合＞

著者名（西暦年号）論文タイトル．（編集者名、「書名」．
発行社）：当該論文ページ（引用ページ）．
【例】

４）谷口勇一（2020）「コートの外」空間におけ
るクラブワークをめぐる「ゆらぎ」―なぜ、
総合型地域スポーツクラブの理念は必ずしも
現実と一致しないのか．（水上博司ほか編、「ス
ポーツクラブの社会学：「コートの外」より
愛をこめの射程」．青弓社）：34-56（pp.36-38）．

＜翻訳書の場合＞
著者名/翻訳者名（原書発行の西暦年号＝翻訳書発行の
西暦年号）書籍タイトル．出版社名：引用ページ
【例】

５）ウルリッヒ・ベックほか/松尾精文ほか訳（1995
＝1997）再帰的近代化―近現代における政治、
伝統、美的原理―．並立書房：pp.214-216．

４）図・表の作成にあたっては、以下の点に留意すること。
（１）図・表は、フォントを埋め込んだPowerPointファ

イルとして提出すること。
（２）表は、表１、Table2のように通し番号を付け、

題名を表の上部に記載すること。
（３）図は、図３、Fig.4のように通し番号を付け、題

名を図の下部に記載すること。
（４）写真を掲載する場合は、原稿の採用決定後にEL

版以上の紙焼き写真を提出すること。

３．附則
この要領は、令和３年４月６日に制定

「スポーツおおいた」原稿作成要領
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第１章　総　　則

（名称）
第１条　当法人は、一般社団法人大分県スポーツ学会と

称し、英文ではOita	Society	of	Sports	Scienceと
する。

（主たる事務所の所在地）
第２条　当法人の主たる事務所は、「大分県大分市明野

北一丁目１番11号 大分スポーツリハビリテー
ションセンター内」、に置く。

（目的）
第３条　当法人は、スポーツに関する知識と技術の研鑽

を積み、会員相互の情報交換を通じて、大分県に
おける健全なる青少年の育成とスポーツの人材	
育成を図ると共に、県民の体力向上、健康増進、
スポーツ文化の醸成に寄与することを目的とする。

２　当法人は、前項の目的を達成するため、次の	
事業を行う。
（１）学術集会の開催
（２）人材育成事業
（３）スポーツ救護ナース及びスポーツ救護員の

養成に関する事業
（４）会誌等の刊行
（５）当法人発展のためのネットワーク事業
（６）その他当法人の目的を達成するために必要

な事業

（公告方法）
第４条　当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

ただし、電子公告の方法による公告をすることが
できない事故その他やむを得ない事由が生じた	
場合には、官報に掲載する。

（機関）
第５条　当法人の機関は、社員総会、理事及び理事会	

並びに監事とする。

第２章　会員及び社員

（会員及び社員の資格）
第６条　当法人は、次の二種とし、正会員をもって一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下	
『法人法』という。）上の社員（以下「社員」とい
う。）とする。
（１）正会員　当法人の目的に賛同した個人
（２）賛助会員　当法人の事業を賛助するために

入会した団体・機関

（入会）
第７条　当法人の会員となるには、当法人所定の入会	

申込書により入会の申し込みをし、理事会の承認
を受けなければならない。

（入会金及び会費）
第８条　会員は、年会費を支払わなければならない。	

ただし、正会員は年会費及び入会金を納入しなけ
ればならず、これをもって法人法第27条に規定	
する経費とみなす。

２　年会費及び入会金の額は、社員総会の決議に	
より定めるものとする。

（会員名簿及び社員名簿）
第９条　当法人は、正社員、賛助会員の氏名及び住所を

記載した「会員名簿」を作成して当法人の主たる
事務所に備えておくものとし、当該名簿のうち	
正会員に関する記載をもって、法人法第31条に	
規定する社員名簿とする。

２　当法人の正会員、賛助会員に対する通知又は	
催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が
通知等をすべき場所として届け出た住所に宛てて
行うものとする。

（退会）
第10条　当法人の会員は、次に掲げる事由により退社する。

（１）当法人所定の退会届書により退会届の申し
出があったとき

（２）正当な理由なく３年間会費を滞納したとき
（３）本会の名誉を著しく傷つけたとき

２　会員の除名は、正当な事由があるときに限り、	
社員総会の決議によってすることができる。ただし、
正会員の除名については法人法第30条及び第49条
第２項第１号の定めるところによるものとする。

第３章　社員総会

（社員総会の決議事項）
第11条　社員総会は、法人法に規定する事項及び定款に

定めた事項に限り、決議することができる。

（招集）
第12条　当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の	

翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は	
必要に応じて招集する。

２　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を	
除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長
があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に	
従い副理事長がこれを招集する。

３　社員総会を招集するには、会日より２週間前ま

一般社団法人大分県スポーツ学会 定款
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でに、社員に対して招集通知を発するものとする。

（招集手続の省略）
第13条　社員総会は、社員全員の同意があるときは、	

招集手続を経ずに開催することができる。

（議長）
第14条　社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。	

ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、
理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた	
順位に従い副理事長が議長となる。

（決議の方法）
第15条　社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定め

がある場合を除き、総社員の議決権の過半数を	
有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権
の過半数をもって行う。

２　法人法第49条第２項に定める決議は、総社員の半数
以上であって、総社員の議決権の３分の２以上の
多数をもって行う。

（議決権）
第16条　社員は、各１個の議決権を有する。

（社員総会の決議の省略）
第17条　社員総会の決議の目的たる事項について、理事

又は社員から提案があった場合において、その	
提案に社員の全員が書面により同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の社員総会の
決議があったものとみなす。

（議決権の代理行使）
第18条　社員は、他の社員を代理人として、議決権を	

行使することができる。ただし、その場合は社員
総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければ
ならない。

（社員総会議事録）
第19条　社員総会の議事録については、法令に従い議事

録を作成し、議長が署名又は記名押印の上、10年
間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第４章　理事、監事及び代表理事

（理事の員数）
第20条　当法人の理事は、25名程度とする。

（監事の員数）
第21条　当法人の監事は、２名とする。

（理事及び監事の選任の方法）
第22条　当法人の理事及び監事の選任は、社員総会に	

おいて総社員の議決権の過半数を有する社員が	
出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を
もって行う。

（代表理事等）
第23条　当法人には、理事会の決議により、代表理事１

名を選定し、代表理事は理事長とする。また、	
副理事長５名以内及び常任理事を複数名置くこと
ができる。

２　理事長は、当法人を代表し、かつ、会務を総理
する。

３　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故が
あるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を
得て定めた順位に従いその職務を代行し、理事長
が欠けたときはその職務を行う。

４　常任理事は、法人法第91条第１項第２号に規定
する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行
する。

５　理事会はその決議により、副理事長及び常任	
理事の中から代表権を有する理事を選定すること
ができる。

　
（理事及び監事の任期）

第24条　理事の任期は選任後２年以内、監事の任期は	
選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

２　任期満了前に退任した理事又は監事の補欠とし
て選任された者の任期は、前任者の任期の残存	
期間と同一とする。

３　増員により選任された理事の任期は、他の在任
理事の任期の残存期間と同一とする。

第５章　理 事 会

（招集）
第25条　理事会は、理事長がこれを招集し、会日の１週

間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知
を発するものとする。ただし、緊急の場合はこの
期間を短縮することができる。

２　理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長が
あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い
副理事長がこれを招集する。

（招集手続の省略）
第26条　理事会は、理事及び監事の全員の同意があると

きは、招集手続を経ずに開催することができる。

（議長）
第27条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただ

し、理事長に事故若しくは支障があるときは、	
理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順
位に従い副理事長がこれに代わる。

（理事会の決議）
第28条　理事会の決議は、議決に加わることができる	

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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（理事会の決議の省略）
第29条　理事が理事会の決議の目的である事項について

提案した場合において、当該提案につき議決に	
加わることができる理事の全員が書面により同意
の意思表示をしたときは、監事が当該提案に異議
を述べた場合を除き、当該提案を可決する旨の	
理事会の決議があったものとみなす。

（理事会議事録）
第30条　理事会の議事については、法令の定めるところ

により議事録を作成し、出席した理事のうち代表
権を有する理事及び監事が署名又は記名押印し、
10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第６章　委員会及び顧問

（委員会）
第31条　当法人は、事業運営の円滑化、効率化を図る	

ため、理事会の決議により委員会を設置すること
ができる。

２　委員会の委員は、会員及び学識経験者のうち	
から理事会が選定する。

３　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項
は、理事会の決議により別に定める。

（顧問）
第32条　当法人は、理事会の決議により顧問を若干名	

置くことができる。
２　顧問に関し必要な事項については、理事会の	

承認を得て理事長が定める。

（顧問の職務）
第33条　顧問は、専門的知見に基づき理事長の諮問に	

応え意見を述べることができる。

第７章　計　　算

（事業年度）
第34条　当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年	

３月31日までとする。

（計算書類等の定時社員総会への提出等）
第35条　理事長は、毎事業年度、法人法第124条第１項

の監査を受け、かつ同条第３項の理事会の承認を
受けた計算書類（貸借対照表及び損益計算書）	
及び事業報告書を定時社員総会に報告しなければ
ならない。

（計算書類等の備え置き）
第36条　当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益

計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
（監事の監事報告書を含む。）を、定時社員総会の
日の２週間前の日から５年間、主たる事務所に	
備え置くものとする。

（剰余金の不配当）
第37条　当法人は、剰余金の配当をしない。

第８章　基　　金

（基金の拠出）
第38条　当法人は、基金を引き受ける者を募集すること

ができる。

（基金の募集）
第39条　基金の募集及び割当て、払込み等の手続きに関

しては、理事会の決議及び理事会が制定する	
「基金取扱規程」による。

（基金拠出者の権利）
第40条　当法人は、拠出された基金については、基金拠

出者との合意により定めた期日が到来するまで返
還しない。

第41条　基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、
法人法第141条第２項に定める額の範囲内で、	

「基金取扱規程」に従い行うものとする。

（代替基金の積立）
第42条　基金の返還を行うときは、返還する基金の額に

相当する金額を代替基金として積み立てなければ
ならない。

第９章　解散及び清算

（解散の事由）
第43条　当法人は、次に掲げる事由によって解散する	

ものとする。
（１）社員総会の決議
（２）合併により当法人が消滅する場合
（３）破産手続開始の決定
（４）裁判所の解散命令

（残余財産の帰属）
第44条　当法人の残余財産は、社員総会の決議により	

当法人の類似の事業を目的とする公益社団法人、	
特定非営利活動法人又は国若しくは地方公共団体
等が運営する公益目的の基金等に寄付するものと
する。

第10章　附　　則

１　この定款は、平成25年３月13日から施行する
２　この定款は、平成26年６月７日から施行する
３　この定款は、令和元年６月８日から施行する
４　この定款は、令和３年６月27日から施行する
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　2023年６月に谷口勇一先生が大分県スポーツ学会第４代理事長に就任されました。
　「スポーツおおいた」９号は新体制になってから初めて発刊する学会誌です。私も編集委員長
を拝命し、なにかと至らぬ点が多くご迷惑をおかけしましたが、理事長はじめ理事の皆様、事務
局、中央印刷の方々のご尽力とご協力によって、無事に発刊に至りましたこと、心より感謝申し
上げます。
　９号の内容は巻頭言から始まり、原著論文２編、第12回フォ－ラム、第14回学術大会と続いて
おります。原稿を送っていただいた皆様にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
　2024年は世界最大の国際スポーツイベント、パリ夏季オリンピック・パラリンピックが開催さ
れます。今年の夏は、きっと興奮と感動の渦に巻き込まれていることでしょう。
　この学会誌も「スポーツを楽しみ、感動を分かち、支え合う社会」の一助になることができれ
ば幸いです。今後ともご指導、ご鞭撻、ご支援をよろしくお願いいたします。

（平川史子）

編集後記
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